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令和３年３月森町議会定例会会議録

１ 招 集 日 時 令和３年３月５日（金） 午前９時30分

２ 招 集 場 所 森町議会議事堂

３ 開会・開議 令和３年３月５日（金） 午前９時30分

４ 応 招 議 員

１番議員 川 岸 和 花 子 ２番議員 出 口 裕

３番議員 岡 戸 章 夫 ４番議員 加 藤 久 幸

５番議員 中 根 信 一 郎 ６番議員 岡 野 豊

７番議員 筋 惠 治 ８番議員 中 根 幸 男

９番議員 鈴 木 托 治 10番議員 西 田 彰

11番議員 亀 澤 進 12番議員 山 本 俊 康

５ 不応招議員 なし

６ 出 席 議 員 応招議員に同じ

７ 欠 席 議 員 なし

８ 地方自治法第121条の規定に基づき議場に出席した者の職氏名

町 長 太 田 康 雄 副 町 長 村 松 弘

教 育 長 比 奈 地 敏 彦 総 務 課 長 村 松 成 弘

防 災 監 小 島 行 雄 企画財政課長 佐 藤 嘉 彦

税 務 課 長 山 下 浩 子 住民生活課長 富 田 正 治
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保健福祉課長 平 田 章 浩 産 業 課 長 長 野 了

建 設 課 長 中 村 安 宏 定住推進課長 小 澤 幸 廣

上下水道課長 岡 本 教 夫 学校教育課長 塩 澤 由 記 弥

社会教育課長 松 浦 博 病院事務局長 鳥 居 孝 文

会 計 管 理 者 古 川 敏 勝

９ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 花 嶋 亘 議 会 書 記 清 泉 雅 文

10 会議に付した事件

議案第 ４号 森町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例について

議案第 ５号 公立森町病院職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例について

議案第 ６号 森町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第 ７号 森町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第 ８号 森町介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第 ９号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例について

議案第１０号 森町町道の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正す

る条例について

議案第１１号 森町上下水道事業の料金等審議会設置条例について

議案第１２号 令和２年度森町一般会計補正予算（第１５号）

議案第１３号 令和２年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第１４号 令和２年度森町介護保険特別会計補正予算（第５号）

議案第１５号 令和２年度森町病院事業会計補正予算（第３号）

議案第１６号 公の施設の指定管理者の指定について（森町吉川キャンプ

場）
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議案第１７号 公の施設の指定管理者の指定について（森町天方宿泊施設）

議案第１８号 公の施設の指定管理者の指定について（森町三倉総合セン

ター）

議案第１９号 公の施設の指定管理者の指定について（森町園田総合セン

ター）

議案第２０号 公の施設の指定管理者の指定について（森町飯田総合セン

ター）

議案第２１号 公の施設の指定管理者の指定について（森町大河内林業セ

ンター）

議案第２２号 公の施設の指定管理者の指定について（森町一宮総合セン

ター）

議案第２３号 公の施設の指定管理者の指定について（森町天方生活改善

センター）

議案第２４号 公の施設の指定管理者の指定について（森町体験の里）

議案第２５号 公の施設の指定管理者の指定について（森町児童館）

議案第２７号 令和３年度森町一般会計予算

議案第２８号 令和３年度森町国民健康保険特別会計予算

議案第２９号 令和３年度森町後期高齢者医療特別会計予算

議案第３０号 令和３年度森町介護保険特別会計予算

議案第３１号 令和３年度森町公共下水道事業特別会計予算

議案第３２号 令和３年度森町大久保簡易水道事業特別会計予算

議案第３３号 令和３年度森町三倉簡易水道事業特別会計予算

議案第３４号 令和３年度森町大河内簡易水道事業特別会計予算

議案第３５号 令和３年度森町水道事業会計予算

議案第３６号 令和３年度森町病院事業会計予算

発議第 １号 森町議会会議規則の一部を改正する規則について

＜議事の経過＞

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）出席議員が定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。
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発言の際には、マスクを着用して発言してください。

また、発言するとき、発言が終了したときにマイクボタンを押す

ようにお願いします。

日程第１、議案第４号「森町一般職の職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例について」から、日程第４、議案第７

号「森町国民健康保険条例の一部を改正する条例について」まで、

議案４件を一括議題とします。

本議案は、委員会付託の予定はございません。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第５、議案第８号「森町介護保険条例の一部を改正する条例

について」を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第６、議案第９号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例について」を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１番、川岸和花子君。

１番議員 （ 川岸和花子 君 ）川岸です。介護等のサービスについて、非

常に時代とともに多様化、変化してきていると思います。また、そ

れに伴うこの条例を改正するということで、早い対応をしていただ

いているということだと思うのですけれども、森町内の施設という

のは増えていっているのか。また、ユニット型・サテライト型等の

新しいスタイルもできていると思うのですが、そういうのは森町内

であるのかという質問です。お願いします。
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議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。川岸議員の質問にお答

課 長 えをさせていただきます。

町内の介護事業所につきましては、毎年増えているということは

ございませんけども、少しずつ増えていると言ったところでござい

ます。

今ほどありましたユニット型というものが増えているかという質

問ですけれども、特別養護老人ホームにおいて、ユニット型という

ものがございますけども、一宮の愛光園であるとか天宮サテライト

であるとかというところは、ユニット型と、一部ユニット型になっ

ております。

それから、サテライト型があるかどうかということですけども、

特別養護老人ホームのサテライト型については、天宮愛光園の天宮

サテライトが１事業所ございます。

それから、草ヶ谷にあります小規模多機能施設ですけども、よろ

ず庵のサテライトということで大鳥居に「であい」というサテライ

トがございます。以上でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）第二常任委員の 筋でございます。二点に

ついてお伺いします。

この条例改正は、居宅サービス等における虐待防止を図るための

検討委員会、またはコロナ感染症の検討委員会設置を求める条例の

改正でありますが、令和６年３月３１日まで努力義務となっている

ということで、すぐに立ち上げる必要はありませんが、森町として

はそれを早急に立ち上げる予定があるのかどうか、一点。

それと、配布いただきましたこの資料の方の、別紙の４５ページ

なのですが、ちょっと私知らないことで知識がないものですから、

教えていただきたいことがあります。４５ページの３分の１ほど下

がったところに、「２・通いサービス及び宿泊サービスの利用」と

ありますが、通いサービスは分かりますが、宿泊サービスというの
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は施設で宿泊することなのか、それとも当事者の利用者のところで

宿泊するのか。そのところをちょっとはっきりしないものですから、

その点について教えていただければありがたいです。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。 筋議員の質問にお答

課 長 えをします。

こちらの条例で、令和６年３月まで努力義務ということで書かさ

せていただいてあります。こちらにつきましては、対象の事業所が

それぞれ令和６年３月までにこちらの委員会を立ち上げるというこ

とで、６年の末のどこのタイミングでも立ち上げてもいいのですけ

ども、６年末までには立ち上げていただきたいということでござい

ます。ですので、町とすればこちらの条例を改正をし、それぞれの

事業所に、条例が改正されましたのでこの時期までに設置をお願い

しますというような依頼を町からしていくというような予定をして

ございます。

それから４５ページの通いサービス・宿泊サービスについてでご

ざいますけども、こちらの指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

というものは、町内にはございません。内容的には、小規模多機能

の事業所に利用者が通って来るということと、この小規模多機能事

業所というのは、通いもありますけど宿泊というサービスもござい

ますので、日によっては通い、日によっては個々の事業所に宿泊を

するというようなことが想定されますので、宿泊についてはこの事

業所内に宿泊をするということでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第７、議案第１０号「森町町道の構造の技術的基準に関する

条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。
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８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）８番、中根幸男です。

今回の改正は、道路法等の一部を改正する法律に伴う条例の一部

改正ということでございまして、自転車通行帯並びに歩行者利便増

進道路の規定の追加がされました。まずはじめに、この自転車通行

帯並びに歩行者利便増進道路という定義といいますのは、どのよう

なものか、その点を教えていただきたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）中村建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。ただいまの中根議員のご質

問にお答えします。

まず自転車通行帯の定義ということでございます。自動車及び自

転車の通行量が多い道路に設ける道路の種別としては、３種４種と

いうような区別がありますけれども、そういう道路に自転車の通行

を安全にするために設ける自転車の通行空間、自転車の通行レーン

を設けるというようなイメージで設置されるものでございます。

それから、歩行者利便増進道路ということでございますけれども、

これはちょっと言葉で言うのは難しいですけれども、賑わいのある

道路空間を構築するため道路管理者が指定する道路ということにな

っております。イメージといたしましては、幅の広い街中の歩道に

ベンチとかテーブルとかを常に設置しまして、飲食を提供するよう

な店舗に貸し出す、占用させるというような道路を町が必要と認め

た場合に設定する道路になります。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）今回の改正に伴って、町の道路計画あるい

は管理の方針が変わってくるのかどうか。そしてまた、具体的な路

線等の想定があるのかどうか。その辺を伺います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）中村建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。ただいまの中根幸男議員の

ご質問でございます。まず、この道路を計画するにあたっては、交

通量が多いという条件、自転車通行帯を設ける道路については交通
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量が多いというような条件で判断をしていくということになりま

す。交通量が多いというのは、国の定める省令等で大体目安として

は4,000台以上が目安ということになっております。現段階で町の

町道として4,000台以上の道路があるかということなのですけれど

も、それは交通センサスとか、そういう結果を見て推測しますと、

そこまでいっている道路はありませんので、現段階では町道の中で

適用するような道路は今のところありません。将来的に計画する道

路で、その時点でまた交通量等を見ながら設定するようなことにな

ろうかと思います。

それから歩行者利便増進道路ということですけれども、今設定し

ている道路もありませんし、近い将来設定するような計画は今のと

ころありませんので、町道としては現段階では該当するような路線

はございません。以上でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡戸 章夫 君 ）第一常任委員会、岡戸です。中根議員か

らの質問がありました定義ですけれども、もう少しその定義につい

て教えていただきたいと思います。自転車道というものと、自転車

通行帯というのと、自転車専用道路、それとか自転車歩行者道とか。

いろいろ言葉が出てくるのですけれども、いわゆる自転車だけが走

れる専用レーン、それとか、歩行者も歩ける自転車も走れる道路と

いいますか、専用帯。そういったところがいろいろあるかと思いま

すけれども、いろいろ言葉が出てくるので、もし分かれば教えてい

ただきたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）中村建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。岡戸議員のご質問でござい

ますけれども、いろいろ自転車に関する通行帯等あります。まず自

転車通行帯につきましては、イメージとしましては、路肩の部分を

通常５０センチほどの路側の線を入れて道路の管理をしているわけ

ですけれども、その路側を広めに１．５メートルほど取って、自転
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車の通行を安全に保つというような施設になろうかと思います。

それから自転車専用レーンですけれども、これはもう少し交通量

が多い場合に、一番最初に説明したのは、ただライン等で通行のス

ペースをとるということでしたけれども、物理的に専用レーンとい

うのは、例えば縁石で車道との間を仕切るとかいうことで、自転車

の安全の通行を確保するというようなことになります。

それから、もう一つ自転車歩行者道。通常自転車と歩行者が一緒

の歩道のようなところを、歩行者と自転車が混在するようなことに

なりますけれども、幅３．５メートル以上の幅員のある歩行空間に

ついては、警察等の認定をもらいながら、規制をいただきながら自

転車と歩行者が一緒に通れる、車道と区別するというような形態の

ものになります。

自転車通行空間なのですけれども、これは明確な定義はないです

けれども、先ほど道路の構造的に物理的になかなか１．５メートル

ほどの自転車空間が作れないような場所にあっては、少し路面標示

とかを工夫しながら、自転車の通行の安全を確保するというような

空間は、そういうところも今いろいろなところで設置されていると

いうことになります。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡戸 章夫 君 ）近年非常に自転車の利用者も増えてきて、

街中、それから山間部限らず、自転車の方が、特に休日とかは非常

に多く走るのを見かけます。そういった事故がないように、お互い

に気持ちよく道路を利用するということで、こういった背景に基づ

いて整備を進められていると思います。森町の中も、お話があった

ように、そんなに広い、交通量がばんばん車が行き来するような道

路もないわけではありますけれども、南部の方の広い道路で、そう

いった自転車ユーザーに対する配慮ができる、こういった通行帯と

いいますか、自転車用の通行帯が今後整備していただけると非常に

ありがたいと思います。

一応確認ですけれども、公布の日からということでされてますけ
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れども、これは課長のお話があったように、義務といいますか、強

制力がそこまで強いものではないという解釈でよろしいのでしょう

か。今後整備する時には、交通量とか配慮して整備するという町に

裁量が与えられているのか、その辺ちょっとお聞かせください。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）中村建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。この条例のお配りしました

９条の２というところを例えば見てもらいますと、自動車及び自転

車の交通量が多いというところで、ここは多いか少ないかというよ

うな判断のもとで道路管理者として必要なところかどうかというの

は判断をしていきますので、必ず新しい道路を作ると、義務的にこ

ういうものを設置しなければいけないということはない、という判

断をしております。

それから、例えば今はありませんけれども、交通量が非常に多い

ような場所ができた場合に、現場の状況・現地の状況で、９条の２

の１項の下の方に書いてありますけれども、「地形の状況その他特

別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。」

というようなところになっております。やはり通行帯を整備すると

いうことは幅員もかなり広く取らなくちゃいけない。家の立ち並び

等あったり崖があったりとか、そういう場合においてはかなりの事

業の費用も増えてくるというところで、今後もしそういう事例が出

た場合には、その辺の経済的なところも少しは判断材料にもなるか

と思っております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第８、議案第１１号「森町上下水道事業の料金等審議会設置

条例について」を議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１０番、西田彰君。
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10番議員 （ 西 田 彰 君 ）２問ほど質問をさせていただきます。今回

この森町上下水道事業の料金等審議会設置条例を新しく設置をした

い、ということで提案をされているわけですが、この審議会を置く

という経緯は、どのような経緯があったのでしょうか。

それから、この中の第３条において審議会は委員１０人以内で組

織するとなっています。この委員１０人以内という根拠はどこにあ

るのでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）岡本上下水道課長。

上下水道 （ 岡本 教夫 君 ）上下水道課長です。西田議員のご質問に

課 長 お答えいたします。審議会設置の経緯ということでございますが、

これにつきましては平成３０年度に森町水道事業のアセットマネジ

メント及び経営戦略というものを策定いたしました。これに基づき

ますと、現在水道の管路につきましては約200キロの延長がござい

ます。これは昭和５４年に取得したものが多いわけですが、今後ど

んどん老朽化が進行していくという中で、現在の料金についていろ

いろ考えたときに、使用水量も伸びていかないだろうし、人口減少

に伴って収益も減っていくという中で、じゃあどうしていけば一番

いいのかというような議論になった時に、やはり料金のところにつ

いて議論が必要ではないかということから、この審議会で意見をい

ただいた中で、料金について議論をしていきたいという経緯の下で

立ち上げたいということでございます。

それから、１０人以内ということでございますけれども、特に法

的に何人という決めはないのですが、いろんな自治体さんの様子を

見た中で、やはり学識経験者、会計士、税理士、それから水道の使

用者、公共的団体の役員等々を想定していますと、やはり１０人近

くの人数が必要かと。なるべく広い視点からのご意見をいただきた

いという理由もございまして、１０人以内ということにさせていた

だきました。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）今課長から答弁のありましたとおり、森町
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水道事業経営戦略というのがございます。この中で確かに人口が減

少傾向である。そして、節水意識も高く、この近年かなり水道使用

量も減ってきているのではないかと思います。

しかし、森町の水道は本当に他の市町村に比べますと、安心安全

の、そして安価な価格で提供されているということで、非常に町民

にとっては嬉しい事であります。今後管路の更新とか、そういった

ものにお金がかなりかかってくることは間違いありません。

この経営戦略の中の５４ページでございますが、その他の取り組

みというところで、「本町水道事業では、遠州広域水道用水供給事

業から受水をしている事業体と連携し、受水費や契約水量の見直し

について、静岡県企業局と協議を行ってきました。今後も継続して、

契約水量の見直し等について協議を行っていきます。」と載ってお

ります。ですので、この審議会が設置された場合に、是非この点を

かなり考慮したうえで、今現在でも遠州広域水道の受水計画そのも

のが、高めに設定されている。私も、以前からこの問題は行政側に

提案して、なんとかもっと交渉をしっかりして、見直しを企業局と

するべきではないかということを申し上げてまいりました。この問

題は、近隣の市町とも協調していかなければ、なかなか企業局を説

得させるところまではいかないのではないかと思います。ですので、

この審議会の委員の皆さんにも、この遠州広域水道との関連とかそ

ういったものを、やはりしっかり熟知していただいてやっていただ

きたいと、このように思うわけですが、どうでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）岡本上下水道課長。

上下水道 （ 岡本 教夫 君 ）遠州水道については、本条例とはあれで

課 長 すけれども、今西田議員が言われたように、当然５市町が協働して、

県に働きかけをしていくというスタンスは当然変わりません。

審議会をやっていく中では、当然勉強会といいますか、そういう

ことをやっていかないと理解は難しいかと思いますので、水道の水

がどうやって作られているかというところから、もう一から勉強し

ていくというような内容も当然欲しいかと思います。一般の方に入
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っていただく話ですので、そういったところも含めて、遠州水道の

話も当然しながら、そのあたりの話も含めながら進めていきたいと

いうことで考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）非常に前向きな答弁をいただきました。も

う一点。今、石綿管の工事、一宮の方でもかなりの範囲でやってお

りますが、そこら辺であとどのくらいの石綿管がまだ更新される予

定であるのか、これをお聞きしたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）本議案から大分外れている話なので、また

委員会の中でそちらの方は詳細を聞いていただきたいと思います。

８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中根 幸男 君 ）８番、中根幸男です。森町上下水道事業

の料金等審議会設置条例の関係でございますが、私も当初、上水道

料金の改定を想定しておりました。しかし、今回の名称が上下水道

という形になっています、タイトル的に。そうしますと、当面は上

水道料金の改定ということを想定しているかと思いますけれども、

将来的には下水道料金のことも含めて、審議会に諮るというような

解釈でいいのかどうか、その点を伺います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）岡本上下水道課長。

上下水道 （ 岡本 教夫 君 ）上下水道課長です。下水道事業につきま

課 長 しては、ただいま建設の最中でありまして、まだ管路の整備をして

いるといった状況でございます。これから地方公営企業の法適化に

向けて進んでいくということでございますので、それまでは料金に

ついてどうこうという予定はないかと考えております。

ですが、令和６年度から地方公営企業会計の適用を計画しており

ます。それ以降につきましては、当然料金見直し・事業の見直しと

いうことについても、下水道事業についても考えていかなければい

けないものですから、今回水道事業料金メインでとりあえずは考え

ておるのですが、将来的なことも考えれば、下水道事業もやはり審

議会というものはあった方がいいだろうということで、下水道事業
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も一緒に載せさせていただいたということでございます。

料金等の「等」というところもあるのですが、事業の運営等につ

きましても、重要な事項等につきましてはこのような審議会があれ

ばそこにお諮りする、そして意見をいただくというようなことがで

きるものですから、下水道事業につきましても今回ここに入れさせ

ていただいたということでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中根 幸男 君 ）それから、第５条に「委員の任期」とい

うのがございますが、通常委員の任期というのは２年とか３年とか

４年とかそういう定めがありますけども、今回は委員の任期は「諮

問事項の審議が終了するまでとする。」という表現になっておりま

す。何年くらいを想定しているのか、その点について伺います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）岡本上下水道課長。

上下水道 （ 岡本 教夫 君 ）上下水道課長です。ただいまの中根議員

課 長 のご質問にお答えいたします。令和３年度と４年度の２年間の中で、

６回ないし７回ぐらいこの審議会をやらさせていただきまして、令

和４年度中くらいに答申をいただければということで計画をしてお

りますので、一応２年間ということで考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡戸 章夫 君 ）第一常任委員会です。第３条のところの

（３）の「水道使用者」とあります。これはどのような方に入って

いただくかということだと思うのですけれども、一般の町民の利用

者もあるかと思いますけれども、一方で、企業等の事業者の方も含

まれると思います。上下水道はこれも一つのインフラですので、事

業者にとっては、今後の、例えば企業誘致とかも考えた場合、やっ

ぱり非常に一つのポイントになろうかと思います。そういった意味

で、この「水道使用者」にも事業者の方に入っていただいて、いろ

いろな意見をいただくことも大事かと思うのですけれども、その辺

どのように考えているかをお伺いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）岡本上下水道課長。
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上下水道 （ 岡本 教夫 君 ）上下水道課長です。「水道使用者」と、企

課 長 業はどうなるか、というご質問でありますけれども、近隣の自治体

さんを見ますと、牧之原市さんとかでは、確かに企業が２企業ぐら

い入っております。それから、焼津市さんとかですと、企業という

よりは水産加工業の協同組合とか、ホテル旅館組合さんとかの代表

の方が入ってたりと、いろんな特色があります。

私共としましては、やはり消費者目線と言いますか、主婦目線、

女性目線、そういったことも非常に重要ということで考えておりま

す。今想定している公共的団体とか水道使用者の中に、商工会さん

とか、社会福祉協議会さん、町内会長連絡協議会さん、それから民

生児童委員協議会さん、保健委員さんとか男女共同参画推進協議会

とか、そういった団体の方に候補として打診していきたいと考えて

おります。また、当然企業さんについても考慮する余地があるかと

思いますので、その辺も詰めていきたいと考えております。以上で

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第９、議案第１２号「令和２年度森町一般会計補正予算（第

１５号）」を議題とします。

本議案は、委員会付託の予定はありません。質疑の後、休憩を挟

んで討論・採決まで行います。質問回数は、４回まで許可します。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）８番、中根幸男でございます。まず、歳出

の２１・２２ページをお願いします。６款１項３目、農業振興費産

地パワーアップ事業補助金83,400千円については、結いまーるさん

の実施する荒茶加工施設整備導入に対する国の補助金ということで

ございまして、大変良い事かと思っております。そこで、参考まで

に、導入機器の規模、あるいは実施の時期等について伺いたいと思
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います。

それから、同じくその下に６款２項２目の農地事業費県営農地整

備事業（経営体育成型）負担金8,000千円。これは一宮地区、天竜

川下流用水の関係かと思いますけれども、事業規模と、どのような

事業を行うのか、その辺を伺います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。中根幸男議員のご質問にお

答えいたします。まず、歳出２１・２２ページの上段、産地生産基

盤パワーアップ事業費補助金に係るご質問でございます。事業主体

は、今ご発言があったとおり、結いまーるということでございます。

荒茶加工施設の導入ということで、提案理由にもございましたと思

いますが、天方茶農協の整備、今現在の場所を活用いたしまして、

その中の機械を更新していく事業となっております。その規模とい

たしましては、茶工場能力として120キロ１.５ライン２系列を予定

しております。どういった施設を、更新する際に新品なものがあれ

ば、中古のものも活用するのですけども、生葉管理工程装置、蒸し

工程装置、葉内祖揉工程装置等々一式となっております。

時期についてでございます。この事業については令和２年、今年

度の国補正予算に係る事業でございます。予算書にもございますよ

うに、この事業については、来年度に繰り越しをして実施していく

予定でございます。スケジュールといたしましては、県の内示が概

ねもうすぐ出るということでございます。それを受けて、計画の提

出、承認申請書の提出等手続きを進めて、今年度中に一応交付決定

をいただく運びとなっております。事業につきましては、年度を明

けて入札等を６月頃を目処に行って、その後、工期として７月から

１１月あたりを予定しております。事業が完了後諸手続きを済まし

て、令和４年の一番茶からは稼働をしていきたいというような予定

と聞いております。

次に、県営農地整備事業（経営体育成型）の負担金にかかるご質

問でございます。これについても、国の令和２年度の補正予算に対
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応した事業でございます。ご案内のように、一宮地区では基盤整備

水路工の用水路工、パイプラインの更新と共に、暗渠排水の整備を

進めているところでございます。この補正予算については、用水路

工の整備ということで、約500メートルの用水路工の整備を予定し

ているところでございます。事業費といたしましては40,000千円を

予定しておりまして、県営事業になりますので、そのうちの20パー

セントの8,000千円を、まず町の負担金で県へ払うということにな

ります。そのうちの半分、4,000千円につきまして歳入にも載って

おりますけども、地元から4,000千円をいただく事業となっており

ます。事業については、これについても町で負担金をお支払いする

のですけども、事業自体は県で繰越しをして令和３年度に行うとい

った形になっております。以上です。よろしくお願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）産地パワーアップ事業の補助金ですけども、

機械規模といいますか、確認ですけども、いわゆる120キロ２ライ

ンということでよろしいでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）120キロ２ライン、２系列ということでご

ざいます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）あと歳入について二点ほどお伺いしたいと

思います。説明資料の７・８ページで、１７款の財産収入町有地売

払い代7,357千円の計上がありますけれども、場所と面積、あるい

は単価等分かりましたら、お願いしたいと思います。

それから、９・１０ページ、２２款町債７目教育債で、これは町

営グランド照明施設ＬＥＤ化改修事業が、この地域活性化事業債の

対象になったことを受けまして、起債の組替えを行うということで

ございます。そうしますと、この地域活性化事業債というのは、充

当率なり交付税措置があろうかと思います。その交付税措置額ある

いはパーセント、どのくらい交付税があるのか、という点について
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お伺いをしたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。ただいまの中根幸男議員の

ご質問にお答えをいたします。７・８ページの、１７款２項１目の

不動産売払収入の件でございますけども、この土地の売払代につき

ましては、筆数としましては８筆で、面積として530.53平米でござ

います。対象者が６人ということでございますので、場所的には、

６箇所にあたります。場所でございますけども、まず、一箇所目が

草ヶ谷地内でございまして、面積が4.38平米で、６万5,511円。そ

れから、二点目が一宮地区の宮代東地区になろうかと思いますけど

も、38平米で29万6,666円。それから、同じく一宮地区の米倉地内

で63平米56万9,646円。それから、橘地区で、ここにつきましては

お二人の方が対象となっておりまして、お一人の方が84.88平米で3

4万3,848円。それからもう一人の方が65.66平米で26万5,988円です。

最後に、牛飼の旧町営住宅の跡地ということで、274.61平米で売払

い価格が581万4,866円となっております。平米単価につきましては、

それぞれの地区で標準の近傍類似の評価額等を用いて、算定をした

価格となっております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）佐藤企画財政課長です。中根議員の、説明

課 長 資料の１０ページ、地域活性化事業債の交付税算入率についてのお

答えでございます。今回この地域活性化事業債、こちらの交付税の

措置につきましては、30パーセント30ということになっております。

以上でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）ここでしばらく休憩します。

（ 午前１０時２２分 ～ 午前１０時３０分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

他に質疑はありませんか。

４番、加藤久幸君。

４番議員 （ 加 藤 久 幸 君 ）４番、加藤でございます。歳出の２３・２
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４ページ、１０款２項１目、小学校学校管理費1,834千円。この中

の、宮園小学校の特別支援学級の増級ということでお聞きしていま

すが、この内容についてお伺いをいたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）塩澤学校教育課長。

学校教育 （ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。ただいまの加藤議員

課 長 のご質問にお答えいたします。２４ページ、学校教育課の事業でご

ざいます。ご案内のとおり、特別支援学級の増設に伴う整備費でご

ざいます。内容整備につきましての経緯を申し上げますと、昨年度

宮園小におきましては、特別支援の対象が１０名おりました。それ

が、来年度の体制を見ますと、１２人に増えているという中で、一

クラス増級するものです。なお、区分といたしましては、自閉情緒

学級が一クラス増えるということになります。事業の内容といたし

ましては、教室内の備品の整備と、今まで学習室としてエアコンの

設置がされてなかったものですから、通常のクラス規模の６キロエ

アコンの整備を図るものとなっております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）４番、加藤久幸君。

４番議員 （ 加 藤 久 幸 君 ）備品の整備、エアコン等の設置ということ

で、お伺いをいたしました。あと、１０名から１２名ということで、

近年この特別支援学級の児童さん達は、増加傾向にあるのか。それ

とも、減少傾向にあるのか。それから関連になりますが、宮園小以

外の他の小学校ではこの辺はどうなのか。その辺もお聞きしたいと

思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）塩澤学校教育課長。

学校教育 （ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。ただいまの加藤議員

課 長 のご質問でございます。特別支援学級等対象の児童生徒の動向につ

いてということでご質問をいただいております。令和元年度からの

推移を見ますと、令和元年、小学校の特別支援の対象となる児童数

は、４３名です。令和２年が４９名で、令和３年が５３名というこ

とで、やはり年々増加傾向にはある。中学に対しても同じ傾向でご

ざいまして、令和元年は中学９人、令和２年が１４人、令和３年度
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の予定が２１人ということで、こちらも増加傾向となっております。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）４番、加藤久幸君。

４番議員 （ 加 藤 久 幸 君 ）詳しいご説明いただきました。年々増加傾

向ということで、この辺の特別支援に入る児童生徒さん達の、その

定義というか、何かそういうものがあって当然入ると思うのですが、

それはどのような定義で入るのか。それから、その定義というのは

近年変わっているのか変わっていないか。その辺もお聞きしたいと

思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）塩澤学校教育課長。

学校教育 （ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。ただいまの加藤議員

課 長 の特別支援学級に入級する児童生徒の定義ということでございま

す。特別支援を受ける際に、特別支援の支援委員会という組織を設

けております。学校に各学校の先生方、あと幼稚園代表、小学校代

表、あとそれを判断する関係機関の先生方を一堂に集めまして、そ

れぞれの児童生徒の発達状況の審査をいたします。当然、病院での

判断も必要となりますので、そういった診断書でありますとか、発

達の状況を数値化したもの、あと通常のクラスでの生徒の様子等を

総合的に判断して、特別支援の必要があるかないか、というような

判断をしてまいります。年３回ほど支援委員会が開催されますが、

その中で最終的に１２月頃、来年度の入級の予定者を決定していく

というような経過を経て、判断を進めております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡戸 章夫 君 ）歳出の１６ページで、２款１項１０目の

総務課の高度無線環境整備推進事業のところで、40,000千円の減額

となっております。これは、三倉、吉川の山間部における光ファイ

バの整備が完了した、ということについてと思います。内容かと思

います。これについては、３月からいよいよ利用が開始されるとい

うことで、地域の人も大分申し込みの方が増えて、私もついこの間

申し込んだところです。非常に地域の方も喜んでおられますが、イ
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ンフラを是非今後も活用していきたいとは考えております。そうい

った中で、前回の説明で事業が終わって当初の予定より安くできた、

というような話であったかと思うのですけれども、そのために減額

した、というようなことと解釈しております。最終的に総事業費が

いくらになって、その内の補助金交付金の部分が、この40,000千円

になったのかということ、総事業費に対しての交付金ということ、

その辺を教えていただきたい。それに伴って、160,000千円の辺地

債を活用していたと思うのですけれども、そちらの辺地債の減額と

いうか、それについて変動はあるのか。その二点についてお伺いし

ます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村松 成弘 君 ）総務課長です。ただいまの岡戸議員のご

質問にお答えをいたします。１５・１６ページの、２款１項１０目

１８節、負担金、補助及び交付金の高度無線環境整備推進事業でご

ざいますけども、こちらの減額につきましては、議員おっしゃると

おり、事業費が減額になったということでの減額でございます。当

初この補助金交付申請をするにあたりまして、図面上の概算の事業

費ということで予算計上をしていたわけでございますけども、詳細

設計によりまして、事業費の見込額が判明したというところでござ

います。総事業費につきましては、当初は2億9,800万円ほど。それ

が今回の減額にあたりましては、約2億5,100万円程度に減額になっ

た。それに合わせて約4,000万円ほど総事業費が下がっております

ので、それに合わせて町の負担が160,000千円から120,000千円にな

ったというところでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの岡戸議員の

課 長 ご質問にお答えいたします。辺地債の関係でございます。当初につ

きましては、こちらの光整備に充当する辺地債としまして、133,20

0千円ほど計上していたというところでございます。その後、辺地

債におきましては、全国の要望額が地方債の計画に定める総額を上



- 22 -

回ってしまったということで、そこで配分枠というものがございま

す。それでもって最終的に絞られてしまったということで、今回は

99,000千円ということで、34,200千円の減額補正を計上させていた

だいたという経緯でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）何点か質問させていただきます。岡戸議員

からも質問ありました、１５・１６ページにございます高度無線環

境整備、この光ファイバの整備ですが、必要とされる全域がこれで

カバーされたとみてよろしいでしょうか。

それから、１９・２０ページ、１項５目２７節、病院会計への繰

出しでございます。30,000千円。コロナ感染症を受けて非常に厳し

い病院経営が続いているのではないかと思います。地方交付税が20

0,000千円の補正がありました。この地方交付税の200,000千円の中

には、この病院事業の減少、そういったものも考慮、加味されてい

るのかどうか、お聞きします。

それから先ほどもお話がありました、結いまーるさん。２１・２

２ページ、１項３目１８節、農業振興費ですが、非常に茶の生産が

厳しい状況が続いております。静岡県においても、茶の生産量が鹿

児島にも迫られて、ほんの少し上回っているだけで、非常に厳しい

という状況になっておりますし、静岡市でも、茶所日本一という計

画を令和２年３月に作ったみたいです。その中で言われているのが、

国内で一番茶の価格下落が顕著である。ピーク時より2000円、キロ

グラム、低下していると。そして、その原因が、茶生産量の減少も

ありますが、市場を通さない取引が増加しているということ。それ

から、海外への流通動向として、輸出量・輸出額も顕著な右肩上が

り、近年大幅に増加している。そして、この１０年で量が2.5倍、

金額は５倍。世界での緑茶生産量も１０年で２倍、第三の波がきて

いる。明治の頃、戦後、そして今現在、非常に輸出が好調だと。た

だ、今後海外産の安い緑茶、これがどんどん入ってくる。そうする
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と、厳しい競争が予想されるとしています。

そういった中で、結いまーるさんがこのパワーアップ事業に手を

挙げていただいた。非常に森町としてもありがたいことであります

が、今言ったように、非常に茶生産が厳しい状況にある中で、規模

拡大をするだけでは持ちこたえられない、乗り切れないということ

を私は心配します。ですので、そのときに行政はどのような支援を

していくかを少しお伺いいたします。

それから２３・２４ページ、３項２目１４節、町単独の河川改修、

これは宮代の西沢川というところでございます。それこそ、２年前

から、去年もそうですけども大雨が降りまして、すぐそばにある際

にあるお宅の敷地の中まで側面は削られるし、敷地の方へも水が押

し寄せてくるという状況で、今回このように補正をつけていただい

たというのは非常にありがたいとご当人も喜んでおりますが、本当

に緊急を要する河川改修だと思っています。現地を確認しますと、

工事に際して非常に重機が入りにくいところです。人手に頼るとな

ると、人件費がかなり嵩んでくる。この予算でどこまでできるのか

と、ちょっと心配をしています。途中で予算が無くなって、来年度

に持越しとかとなりますと、もう今年の夏の風水害も考えると非常

に今の改修が無になってしまう可能性もあるのですが、その辺どう

なのかと思いますので、少し担当課でこのように考えているという

ことあれば、お答えをお願いします。以上です。お願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。西田議員のご質問にお答え

をいたします。１５・１６ページ、２款１項１０目、高度無線環境

整備推進事業の件でございますけども、必要とされる地区について

カバーができたかというご質問でございます。今回のこの高度無線

環境整備推進事業につきまして、詳細設計等でやって、実際に現地

に赴いて設計をしていった中で、想定よりも何点か提供できないエ

リアも若干はありました。それにつきましては、公衆用道路、いわ

ゆる道路が通っていなくて、民地の中を埋設していかなければでき
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ないところとか、エリア的に遠方で、電柱を敷設するに高価・高額

な費用が計上されるというようなところで、そういった費用対効果

等もみて、提供できないところが若干あったというようなところで

ございます。ですけども、必要とされる地区につきましては、カバ

ーができているということで判断しております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの西田議員の

課 長 ご質問にお答えをいたします。資料２０ページの、公立森町病院会

計繰出金でございますが、交付税の関係でございますので、私から

回答さしあげます。今回交付税の200,000千円の補正の中身という

ことでございますが、これにつきましては、一つが３年に一度市町

村に対して交付税検査というものがございます。それによって、令

和元年度森町におきましては、交付税検査というものを受検いたし

ましたけども、そこで錯誤があったということで、基準財政需要額

が増加したというのが一点。それからもう一点につきましては、今

年度の基準財政収入額、こちらが法人税割の分が減少したというこ

とに伴って、両方で地方交付税の交付金総額が増加した、というこ

とに伴う200,000千円の補正ということでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。西田議員の産地パワーアッ

プ事業に係るご質問でございます。西田議員ご案内のように、茶業

・茶況については、非常に厳しい状況ではございます。今回の事業

の内容につきまして少し申し上げますと、結いまーるさん、今回お

茶の処理加工施設の整備を行うことによりまして、生葉等の処理量

の増加をしていきたいと。それによって今目指しているものは、秋

冬番茶は今は生葉で出荷しているのですが、これを整備することに

よって荒茶加工ができ、そして秋冬番茶をやっていきたい、という

ことでございます。秋冬番茶については、市場もまだ需要が固いと

ころがございまして、そういったところを考えて、そういう経営戦

略を練っているということでございます。その際にも、出荷先の多
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様化、または契約販売といったところを目指しております。この事

業の目標といたしまして、今契約販売は０パーセントではございま

すけれども、数年後に30パーセント強の契約販売をしていきたいと

いった内容でございます。

西田議員ご発言あったように、そういった状況でございますので、

この事業を行う際にも、農協さんとの意見交換等を役場でもさせて

いただいております。厳しい状況でございますが、茶農業の経営分

析等も、まずは必要ではないか。現在値を知ることが、まだ十分に

できてないように思われると。農協さんも、そういった茶農協さん

と今年度いろいろな検討会を実施しておりまして、茶業の厳しい状

況へ対応していきたいということでございます。

また、ご発言があったように、海外への輸出等は近年伸びており

ます。国や県もそのようなものに対する補助事業を用意しておりま

すので、町としましては、そのような事例を紹介しながら、今後の

経営展開・経営の多角化等について判断していくと思っておりま

す。

また、実際に生産者の方が何を困っているか、ということを今年

度聞き取りしながら、来年度ある程度基盤整備が整った農道につい

て痛みが激しいところもございますので、そういったところに県営

の事業等を検討できないかということで、来年度は今回提案させて

いただいている当初予算にもありますけども、そういった農道整備

にも少しずつ展開していきたいと考えているところでございます。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）中村建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。西田議員のご質問、宮代西

沢川の工事についてのご質問でございます。

まず、豪雨のため護岸が浸食され、隣地に影響を及ぼしているた

め、工事をしたいということで、今回補正で計上をさせていただき

ました。具体的な工事内容といたしましては、施工延長といたしま

して50メートル、枝の水路を入れますと65メートルとなります。プ
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レキャストという既製品の水路、サイズ的には横幅80センチの高さ

80センチのコンクリートの水路を50メートルほど施工し、枝の水路

につきましては、横幅60センチ深さ60センチの水路を15メートルほ

ど施工するということで、この施工によって、民地に影響している

部分については全て完了すると考えております。西田議員が心配さ

れておりましたが、確かに現地としましては、道に付いた場所では

なく、少し奥まった場所になります。簡単に重機が入るような場所

ではございませんが、鉄板等養生しながら仮設道路を作って、最小

限の車両等は入れるような形で、これについては積算の中に入れな

がら考えておりますので、民地に影響する部分については、今回こ

の事業費で全て完了するものということで考えております。民地に

影響しているということでございますので、この補正予算全額の繰

越しをして使わせていただくことになりますけれども、令和２年度

のうちになるべく早めに発注の準備を進めまして、４月には発注、

契約して梅雨前には完了したいということで計画をしております。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）一点だけご質問させていただきます。２１

・２２ページです。６款１項３目、農業振興費産地生産基盤パワー

アップ事業費補助金についてです。今回前倒しで事業ができるとい

うことで、天方茶農協を利用していただいて、森町茶業に更なる、

事業名のとおりパワーアップをしていただくということで、大変期

待をしております。やはり中山間地域、天方地区、茶業にはなかな

か条件が難しい地域でもあります。その地域に、若手の茶業者がこ

の天方茶農協を利用して、茶業に取り組んでいただく。83,400千円

ということで、財源が国の支出金で県を通る、国庫が100パーセン

トとお聞きしました。今回の天方茶農協を利用して、結いまーるさ

んがお茶の生産にあたる、ラインが120キロ２ラインということで、

説明が先ほどありました。西田議員からも行政の支援はどのように
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するのか、というところで、まず、今回の結いまーるさんの天方茶

農協の茶工場を利用した総事業費が、どのくらいの中の83,400千円

になったのか。年間生産計画もどのぐらいを考えているか。当初の

茶園面積・現況から、結いまーるさんが、この事業実施に際しまし

ての計画。

それから、天方茶農協のなかなか広い敷地があると思うのですけ

ども、この土地は購入するのかどうか。建物についてはどう考えて

いるのか。機械については、先ほど蒸機とか葉内機・粗揉機、そう

いった説明がございましたけども、これは全くの無償貸与になるの

か、有償になるのか。それにあたる購入費用等のそういった事業費

ベースの説明をお願いしたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。産地パワーアップ事業に係

る全体の事を詳しく、ということかと思っております。

まず、結いまーるさんが天方茶農協の敷地を利用して、生産量の

アップをし、頑張っていきたいということでございます。産地パワ

ーアップ事業の全体事業費といたしますと、183,480千円でござい

ます。これについては、税込ということになっております。補助対

象といたしましては、税を抜いた166,800千円が補助対象となりま

して、その２分の１が国庫補助金ということで、83,400千円の事業

費ということになっております。

導入する機械等々については、先ほど少し申し上げましたけれど

も、今回事業の対象となっておりますもの、中古で更新するもの、

新品で更新するもの等々ございます。生葉加工工程装置、規格が傾

斜受入れコンテナの投入装置等で、約3,500万円程。蒸し工程装置

で約2,550万円程。葉内機、ワイドミンチ機の導入が4,860万円程。

中火工程装置、精揉機等が1,054万円程。仕上げ、これは色の選別、

合組袋詰等で2,130万円程。付帯設備工事で2,550万円程といった形

の事業内容となっております。その他の経費と補助対象事業への経

費としては、今聞いているところで１億円程と聞いているところで
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ございます。

土地については買うところ・借りるところが混ざっていると聞い

ております。どういった計画かということを再度申し上げますと、

今の経営面積というのが、約20ヘクタールぐらいでございます。そ

こから処理量を増やすことによって、茶を摘む面積を増やすことが

できるということでございますので、それが目標として28ヘクター

ルを目標としております。販売金額の目標とすると、今10アール当

たりの総販売金額が、生葉・荒茶を含め令和２年度の実績が約287,

000円程。これを約12パーセント増を目指して、目標年次が令和４

年度ですけども、これを322,300円程にしていきたいといった計画

でございます。

事業内容等については、かなり積極的な事業でございますので、

当方としても、農協さん、中遠の茶の担当さんと、それこそ年度当

初からどのぐらいの規模が適切なのか、当然補助事業ですので過大

な装置の補助ができないので、目標にあった導入なのか等々、特に

中遠の担当さんと細かに詰めて事業を練ってきたところでございま

す。それこそ私どもとしましても、結いまーるさんがいろいろ頑張

っているということで、経営も大丈夫かというような話も実際のと

ころはさせていただいたところでございます。茶の農協の担当さん

とも話をして、きちんといろいろ計画を立てながらやっていらっし

ゃるので大丈夫だと思いますよ、ということでございました。この

計画を進めていく、今、３人でご案内の様にやっていらっしゃいま

すけども、目標年度の最終年度くらいには、今お付き合いしている

掛川の方も一緒に入ってもらって、やってもらいたいというような

ことも聞いておりますので、この有利な国庫補助事業を使って、町

としては計画を練るとか、やはり細かいところは難しいところがご

ざいますので、中遠の担当と一緒になって進めているというところ

でございます。

また、天方茶農協の解散もセットでございますので、その手続き

も、補助事業、国庫補助事業といろいろ入っています。手続きにつ
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いても少し難しいところがあるのですけども、それを国と調整しな

がら解散総会を行って、上手に譲渡できるように細かく詰めている

ところでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）詳しく説明をいただきました。１億8,348

万円が総事業費。なかなか大きい。その２分の１が国庫ということ。

経営についても、20ヘクタールから28ヘクタールのお茶の収量を考

えているということで、経営面の指導もきっちりやっていただいて

いるのだろうと推測します。それで、１億8,348万円のこれだけの

大きな事業ですので、２分の１が国庫ということでありますと、や

はり自己資金等では工面がなかなかこれは難しいだろうと。他の経

費で１億円ほどあるということで、３区域程の事業ということにな

りますので、ここに国庫が２分の１で、100パーセント。それ以外

には、ここには特定財源では入っておりませんが、町で茶業振興協

議会という協議会があり、数百万という補助金がそちらに出ている。

本当に町の基幹産業でもありますが、この結いまーるさん、森町の

茶業の中核になって、先導的にやっていただけると考えるわけです

けれども、町、それから県に対しての働きかけ等がされたのかどう

か。された結果、こういう形になったのか。その辺の経緯。

それから、経営のところであまり表に出すのもあれですが、借入

れをした利子というものが、かなり大きな金額になるかと思います

けども、この利子補給等はどうされているのか。その辺を教えてく

ださい。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。大きな事業であるので、県

や町としての支援はどうかといったところと、自己負担分の借入れ

になるだろうということで、それへの利子補給といったご質問かと

思います。

まず、産地パワーアップ事業につきましては、これまでも数件ほ

ど町として取り扱い、町議会の皆さんのご理解をいただいてやって
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きたというところでございます。県や町、現在のところこれに対す

る付増し等については制度等もございませんので、そういった支援

は、今のところ検討はしていないということで進めさせていただい

ております。町として何について支援しているかというと、やはり

県単の事業等については、補助率は３分の１とか、２分の１に比べ

て比較的低いものがございます。そういったものについては、中山

間地域について町の付増し事業をやっているところでございますの

で、そういった整理を踏まえて、今回の判断になったところでござ

います。

それと、借入れ、自己負担分については、ご案内のように借入れ

するでしょう、ということで、その点についても農協さん等々話を

させていただいて、借入れが課題にならないかとか、そういった事

もお聞きしております。現在の聞き及ぶところでは、近代化資金の

方を活用すると聞いております。今現在ご案内のように利率がかな

り低くございますので、確かに低いからといって利子の負担がそれ

ほど軽いものだろうとは思いませんけれども、例えば、その中でス

ーパーＬ資金等を活用していくということであれば、町の利子助成

の対象となるのですけども、実際はほぼなかったり、そういった状

況でございます。制度に乗っかってくれば、当然町としても支援し

たいと思っておりますが、現在のところはそういった状況ではない

と聞いております。確かに積極的でかなりいろいろな事業をやって

いらっしゃいますので、これまでも結いまーるさんについてはご相

談がある度に、この県の単独は有利ですので使ったらどうですかと

か、綿密にこちらとしては信頼関係を得ているつもりで、いろいろ

やらさせていただいておりますので、今後とも何かの支援が欲しい

ということならば、相談に乗って対応していきたいと考えておりま

す。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）県でも３分の１の補助ということでプッシ

ュもしていただいたかと思うのですけど、町については制度がない
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ので検討はしていないという答弁でした。２年程前に一宮茶農協の

跡地を民間の方が買い上げて、茶業に力を入れていただいたという

前例もありまして、これが茶農協を利用した新たな取組みというこ

とで２例目ということです。これが、２例が10例とかってなってい

ければ、森町も茶業発展するかと思うのですけども、既に１例があ

って２例目ですので、制度がない、検討していないということは大

変残念に思いました。やはりこういったところも検討をして、若干

でも町が支援をしていくということ。やはり茶業は、かろうじて静

岡県全体では、まだ鹿児島県に勝っているということですけども、

やはり森町の茶業、やはり若手が頑張っていくということ。森のお

茶の灯を消してはいけないという、こういう一言もありますので、

やはりこういった町の財政が厳しい中ではありますけども、こうい

った支援制度を今後検討をしていただきたいと思います。最後に、

そういった今のところは検討してないということですけども、こう

いった制度を考えていけるのかどうか。それを最後の質問にしたい

と思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。今ご発言あったように、茶

農協が過渡期にきているといったのは、ご発言のとおりだと思いま

す。遠州茶農協、あと三倉茶農協とございます。農協さんとも話を

しながら、茶農協をどうしていくかといった検討は進めさせていた

だいているところでございます。

まず、考えなければいけないのは、森町の茶業全体をどうしてい

くのかといったところも、検討をそれこそ遠州中央農協管内でも、

さまざまな市町の取組み、農協の取組み等を意見交換しながら、こ

こ２年間いろいろと検討しているところでございます。そういった

中で、今後森町の茶業をどうしていくのかといったことについては、

ご発言あったとおり、しっかりと検討していきたいと思っておりま

す。また、その中でどういった支援が生産者、そして茶商さん共に

元気になっていくような仕組みが作れるかということは、今ご発言
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あったように大事なことだと思いますので、そういった支援の一つ

としては、検討の対象にはなるかと思っております。その一方で、

今頑張っていきたいところに応援すること、あとは基盤整備分をど

うするのかといったこと等々を踏まえて、厳しい財政状況もござい

ますので、どこにどういうポイントで支援していくかというのは、

ご発言を踏まえて検討していきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

１２番、山本俊康君。

12番議員 （ 山 本 俊 康 君 ）皆さん今回の農業振興費、産地パワーアッ

プ事業というようなことで、大分皆さん方ご質問がありましたが、

私も農協に勤めておりまして、天方茶農協については、昭和の終わ

りだったと思うのですが、あの地域の数ある茶工場、個人の茶工場

等は、これからはこういう大型の新しい機械を入れていかないと太

刀打ちできないというようなことで、この天方茶農協の設立に、私

も町の産業課と一緒に携わらせていただきました。毎晩部農会を訪

れて説明をして、納得をしていただいて、茶農協を作ってきたとい

うことです。この森町の茶業の今のあり方は、やっぱり共同化され

ることによって力がついたということだと思いますが、それといい

ものができたということだと思います。確か昭和５２年には睦実茶

農協構造改善事業で茶工場ができ、今話のあった一宮茶農協も昭和

５７年だったと思いますが、茶農協ができたと。そして天方、三倉

茶農協も作り、遠州森茶農協も平成になってできたということでご

ざいます。私もそれぞれ携わらせていただきましたので、今思うと

懐かしいと思っています。その中で、今回天方茶農協は、結いまー

るさんが引き継いでいただけるということで、この天方茶農協を作

った時は、山間地事業でかなり有利な８割補助だったと思います。

そういう形で有利な補助事業を使って作ってきた経過があるわけで

すが、もう平成も３０年を超えましたので、建物等々の償却残価で

すか、補助が入っていますので、飯田茶農協も解散をしたときは、

確か100万円町に入れて国へ返したという仕事をしてきたわけです
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が、今回天方茶農協についてはそういうことはないのかどうか、確

認をさせていただきたいと思います。

それから、120キロの１.５ライン２系列ということで当初説明が

ありましたが、やはり処理能力が、今までの結いまーるさんのもの

を知っておりますが、かなり処理能力が上がると思います。そのよ

うな中で、秋冬番茶を収穫をして製造する。確か今まではあまり秋

冬番茶は森町はやっているところが少なかったわけですが、他の地

域、菊川市なんかを見ると、あるドリンクメーカーと契約して、こ

のようなことをかなりやってくる。それで、産地パワーアップ事業

を使って処理能力を大きくしていくということを今までもやってき

ているわけですが、秋冬番茶で生産量を増やして収入を上げる、そ

れはいいことかなと思います。ただ、お茶屋さん等々が森の茶を買

って森の茶として売るというようなことを考えると、やはり森の茶

の生産が減ってしまうというのは、非常に危機感を感じると考えま

す。そのようなことで、こうして結いまーるさんがこのようなこと

に携わっていただけることは本当に感謝したいし、有難いと思って

います。それで、天方茶農協の今までの生産家の方の畑は、まだ存

続する方もあると思いますので、そのような生葉を結いまーるさん

で扱ってくれるのかどうか。掛川の方も後々は、という話がありま

したが、ぜひ地元のお茶を生産をしていただいて、森の茶としての

生産量を維持していっていただきたいと思いますので、その点につ

いて、今後について、お伺いをさせていただきたいと思っています。

まず一点目はそれをお願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。山本議員のご質問にお答え

いたします。結いまーるに関する今回の産地パワーアップ事業に係

るご質問でございます。ご案内のように、天方茶農協、まだ建物部

分については減価償却は残っています。ですので、国庫補助事業を

使った事業の後継ということで、その処分をどうするのか、手続き

をどうするかというのは議論させていただいております。茶農協の
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荒茶を生産するという目的自体に合ったものなので、無償譲渡であ

るならば、そこに例えば補助金の返還とか、そういったものは必要

ないということで国の了解を得ておりますので、それはそういった

形で進めていきたいと思っております。

それで、今ご発言があったように、天方茶農協さんは組合員が60

名ですけども、実際の茶業従事者は４名と聞いております。その内

の森田さんにつきましては、今後ともお茶は刈るよと。なのだけど

も三倉茶農協に持っていって揉みますよ、とお聞きしております。

なのだけども、やはり森田さんの思いとして、三倉の茶とは別に揉

んで、天方の茶として整備をしていきたいというようなことは聞い

ております。ここは実際どうなるかというのは少しありますけど。

他の３名の方については、それぞれ小規模だとは聞いておりますけ

ども、今回で解散、離れたいというご意向についてはお聞きしてお

ります。ご案内のように、やっていた部分のお茶について、茶畑に

ついてそのままになってしまうということでございますので、そこ

は農協さんと中に入って、それは結いまーるさんがやるのか、また

は他の担い手の方がやるのかということで、農地の買い手等々につ

いては、今いろいろと調整していると聞いております。一番茶につ

いても、やはり結いまーるさんとしても、今持っているラインでは

十分に良いものができないという感覚があると聞いております。今

回機械をしっかり導入して、一番茶についても質の良いものを生産

して、自分たちの経営努力で良いお茶を作っていきたいと考えてお

りますので、そこについても期待できるかと思っています。以上で

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）ここでしばらく休憩します。

（ 午前１１時２５分 ～ 午前１１時３５分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）休憩前に引き続き、会議を再開します。

１２番、山本俊康君。

12番議員 （ 山 本 俊 康 君 ）天方茶農協を引き継ぐ結いまーるさんのこ

の事業は、機械的に能力がかなり上がると思います。今の結いまー



- 35 -

るさんの機械も承知をしておりますが、やはりなかなか処理能力が

上がらずに、少し上端を切ったようなお茶ができるときもあると。

しかしこの森町の中では、かなり良いお茶を作っていただいている

茶工場だと思っております。処理能力が上がって、しっかりとした

下揉み処理をして、いいお茶ができればありがたいと思っています。

是非これだけのお金を投資をして、しかも大鳥居から奥へいって茶

工場をまたやっていただけるということで、山間地茶業にとっては

ありがたい話であります。是非町もこの若い経営者の方々でござい

ますので、今後とも農協とタイアップをして、是非力強い応援をし

ていただきたいと思っております。これは答弁は結構です。

それからページでいくと１６ページ、ふるさと納税推進事業費75,

000千円出ているわけですが、これは昨年１２月の折にも、大分寄

付金が多くいただけているということで話がありました。確か１２

月の時では約２億、そしてその寄附金のトータルで３億某というよ

うな金額。今回この歳入でいきますと、８ページですが、150,000

千円寄付金をいただけるというようなことで、452,350千円という

寄付が集まったというようなことでございます。例年１億ちょっと

でございますので、かなり今年は沢山いただいているということで

ありますが、今回のこの寄付額の歳入でいくと150,000千円あるわ

けですが、この内容が、１２月の時はヤマハさんのパスで、40万円、

50万円の寄附額が大きいものがあった。高額納税者の方がこぞって

寄付をしてくれているというのが分かるわけですが、今回のこの15

0,000千円の内容について、少し分かればご説明をいただきたいと

思いました。

また、この75,000千円を１４ページでみると、基金積立金で75,0

00千円積立てるということのようです。今回この議会でいただいた

資料も、毎回監査の報告として例月出納検査報告書をいただいてる

わけですが、これを見ると１月が一番新しい実績だと思いますが、

現状のふるさと応援基金積立金という金額が130,916,322円、１月

末であります。今回この寄付金を基金に積み立てるということでご
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ざいますので、約260,000千円近い基金を積立てることができると

いうことございます。当初予算に多分出てくるわけですが、結婚さ

れる方々への応援ということで、これを取崩して行われるというよ

うなことを当初聞きました。是非せっかくのこうした積立の基金で

ありますので、森町の人口の増加等に当てる良い対策として使って

いただきたいと思っておりますので、今後のこの基金の使い方につ

いて、少し教えていただきたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの山本議員の

課 長 ご質問にお答えをいたします。今回の増額要求の要因でございます

が、引き続きヤマハパスの注文に係る実績が伸びているというとこ

ろが主な理由でございます。ちなみに１月末の入金ベースの時点で、

少しパスについての台数や金額を申し上げます。１月末時点の入金

ベースですが、これは578台分で寄付金額にいたしまして、これは4

0万円と50万円がありますので、それぞれ計算をしないと出ないわ

けですが、合わせますと２億5,070万円ということで、１月末時点

でパスだけでこの金額をいただいてるということです。これがなか

なか、まだ伸びが若干期待をされると見込んでおりますので、こち

らは今後の年度末に向けての伸びも踏まえて150,000千円の補正と

いうことで、要求をさせていただいたということでございます。そ

れから、この基金の使い道ということで、当初予算等でも令和２年

度と同等程度の金額でもって新しい事業等に充当させていただいて

いるというところでございます。使い道別の寄附の実績額を見なが

ら、寄付者の意向を踏まえまして、基本的な町と寄附者で力を合わ

せて地域のために使うというストーリーが描けるような事業に充当

していきたいと考えております。そういう意味では新規事業である

とか、既存事業の拡充であるとか、そういったものに充当していき

たいと考えているところであります。今後そういった事業等を研究

していく中で、適切な事業というものが出れば、その都度この基金

は充当していきたいと考えております。以上です。
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議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）一点についてお聞きをいたします。歳出の

２０ページ、４款１項５目、公立森町病院会計繰出金でございます

が、コロナウイルスの影響で在来患者の減少等、経営が大変厳しい

中、病院関係者が頑張っていただいているということに、敬意を表

します。今年に入りましてお聞きしているところ、コロナ患者用の

入院病床が設置されたという話を聞いております。その中で、今の

ところ幸いにも入院患者がないとは聞いておりますけれども、経営

の厳しい中で、この病床が何床か知りませんが、ずっと開けておく

ということになると思うのですが、それがいつ頃までなのか。

それから、コロナのことでございますので、おそらくこの病床に

ついては、国か県か分かりませんけれども補填があると私は思うの

ですが、その補填について期間等も含めてお教えいただけるとあり

がたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）鳥居病院事務局長。

病 院 （ 鳥居 孝文 君 ）事務局長の鳥居です。 筋議員のご質問

事務局長 にお答えします。まず、今現在５床をコロナ患者の病床として確保

しております。場所としては、３階の回復期病棟で確保しておりま

す。これにつきましては、当面は今月末までですが、今検討してい

るのは今後も状況を踏まえ、いつまたこの近辺でクラスターが起こ

るか分からないということも踏まえて、臨機応変に継続を考えるこ

とも対応しております。病床の確保に対する補填についてですが、

こちらも国と県の補償ということで、両方の補償があります。です

ので、感染対策とか物品を納める部屋も含めて、補償という形にな

ります。それに対して国、県から病院に空床補償という形で、補償

金が支払われる形になっております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）コロナの関係で、補償が国や県から付くと

いうことでございますが、付くのは分かりましたが、例えば一床い
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くらであるとか、その他の施設についてもそういった金額的な補償

が月いくらとか日割りいくらとか、その辺りのことがどうなってい

るか。もう少し詳しく、お話しいただけるとありがたいです。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）鳥居病院事務局長。

病 院 （ 鳥居 孝文 君 ）今の 筋議員の質問にお答えします。まず、

事務局長 空床補償につきましては、一床当たり１日３万4,000円になります。

実は今、その空床補償の範囲については県と協議をしていて、どこ

までが空床補償とするのかということがあります。もう一点、実際

には受入れ患者がいないということですので、地域の医療需要も考

えますと、回復期の患者も病院としては受入れないといけないとい

うことで、今の回復期病棟38床ですが、それ以外で一度確保のため

に閉めたのですが、それに実際に回復期の病床のお世話をしなけれ

ばいけない方達もいますので、８床分をその方のために開けました。

今後、今も二人おりますけれど、以前コロナ感染症の患者という

ことで入院していた方が、他の病院に転院する時になかなか受け入

れてもらえないという方もいらっしゃいます。その方も、今病院で

受け入れております。そういう方についても結局空床補償から外れ

てしまいますので、どこまでが今補償範囲なのかということは具体

的には数を言えませんが、その病床を除いた病床を考えますと、大

体22床は国、県の空床補償になるのではないかと推定はされていま

す。まだ決定ではありません。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

５番、中根信一郎君。

５番議員 （ 中根信一郎 君 ）はい。説明書の１４ページ、２款１項８目、

0001地籍調査事業費の関係ですが、三倉地域の中野・大府川のこと

とお聞きしたと思います。地籍調査委託料等上がっているわけです

が、面積と、いつ頃から調査をするのか。また、何人ぐらいでやる

のか。その辺だけお伺いしたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）中村建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。中根信一郎議員のご質問に



- 39 -

お答えします。１３・１４ページの地籍調査事業費についてのご質

問でございますけれども、まず面積につきましては、先ほど議員が

おっしゃられました大府川地区の一部、それから中野地区の全部に

つきまして、今回調査を行っていくということでございます。面積

につきましては、0.17平方キロメートルを実施していきます。

通常の年ですと、当初予算でいただいた中で発注しまして、６月

頃に委託業務を発注して進めるというような流れになっております

けれども、今回につきましては前倒しの予算を計上させていただき

ましたので、予算を繰越して、４月中には例年発注しております業

務委託、一筆地調査の業務について発注をしていきたいと思ってお

ります。人数は、いつも地元の実施員という方々を選任していただ

きまして、行っていきます。今回の場合は２地区ありますので、各

地区におきまして６名ほど実施員を選任していただいて行う。両地

区合わせまして、１２名ということになります。それに対して、職

員も当然それに立ち会いながら行きますけれども、職員は３名ほど

で実施しております。プラスして委託業者が現地調査を行うときに

は、３、４名の業者が補助するというような形で実施しております。

ですので、まず発注は４月には行いたいと思いますけれども、一筆

地調査に入るのは、やはり６月頃からになるのではないかと考えて

おります。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）５番、中根信一郎君。

５番議員 （ 中根信一郎 君 ）もう一点。前倒しで今回予算計上をしたと

いう特別な理由はあるのかないのか。そこだけお伺いをいたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）中村建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）前倒しでの予算化ということですけども、

実際は１月の国の補正予算の中で、防災・減災・国土強靱化のため

の５か年の加速化対策事業というところで、この地籍事業は位置付

けられています。要は災害があった場合に、例えば土砂崩れとかが

あった場合に、速やかにその敷地の境界を復元できるということで、

この防災・減災の加速化対策事業に位置付けられているというとこ
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ろでございます。実際はなかなかこういう位置付けがないと、地籍

調査事業の予算もなかなか付きづらい状況でありました。県等から

なるべく予算の確保を早めにした方が良いのではないかという働き

かけもございまして、この国の補正予算の中の要望に入れさせても

らったというような経緯でございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

以上で質疑を打ち切ります。

ここでしばらく休憩をします。

（ 午前１１時５５分 ～ 午後１２時５８分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）会議を再開します。

鳥居病院事務局長。

病 院 （ 鳥居 孝文 君 ）病院事務局長です。先ほどの 筋議員の

事務局長 質問に対する答弁に誤りがありましたので、訂正させていただきま

す。先ほど一床当たりの単価を３万4,000円といいましたが、それ

は誤りで、一床当たり３万2,000円が正しい単価となっております。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）これから議案第１２号の討論を行います。

討論はありませんか。

１０番、西田彰君。登壇してください。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）１０番、西田です。議案第１２号「令和２

年度森町一般会計補正予算」に、賛成の立場から討論をいたします。

補正予算は312,961千円を追加し、総額11,338,325千円とするも

のであります。ヤマハパス等で順調なふるさと納税を含め、基金の

積立に9,922千円の積立。更には、農業振興費、森町の茶業を引っ

張っていく若手農業者への支援として、結いまーるへの補助金83,4

00千円。そして、農地整備事業への負担金をはじめ、社会資本整備

交付金43,000千円。また、災害を未然に防止するための河川改修事

業など、町民が安心して暮らせるための補正予算となっており、賛
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成をするものであります。議員の皆さんの、是非賛成をお願いでき

ればと思っております。終わります。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第１２号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。

日程第１０、議案第１３号「令和２年度森町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）」を議題とします。

本議案は、委員会付託する予定はございません。質疑・討論・採

決を一連して行います。質問回数は、３回まで許可します。これか

ら質疑を行います。質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第１３号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。

日程第１１、議案第１４号「令和２年度森町介護保険特別会計補

正予算（第５号）」を議題とします。

本議案は、委員会付託する予定はございません。質疑・討論・採

決を一連して行います。質問回数は、３回まで許可します。これか

質疑を行います。質疑はありませんか。
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８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）歳出の９・１０ページでございます。２款

１項１目、介護給付費の関係で、今回実績見込みにより介護給付費

を87,500千円減額ということでございます。まずは、この減額の要

因について伺いたいと思います。

それから、介護保険の事業状況を全国的なレベルで見ますと、年

々この要介護認定者というのが増加傾向にございます。森町ではこ

の予算的には減額になっておりますけれども、要介護要支援認定者

については、その動きはどうか。増加しているのか、減少なのかと

いう点について、併せて伺いたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。中根幸男議員の質問に

課 長 お答えをさせていただきます。２款１項１目の予算の減額の関係で

すけども、居宅介護サービス給付金が5,000千円の減額です。こち

らの理由でございますけども、予算の金額が10億を超えております

居宅介護サービス給付金であり、給付費でありますので5,000千円

という金額は大きいですけども、当初予算の金額からしますと、そ

んなに大きくはないかと思っております。理由につきましては、当

初予算を上げたときよりも利用状況が予算ほどないということで、

具体的な理由については明確ではございませんけども、想定より利

用が少ないといったものでございます。

それから、施設介護サービス給付費につきましても、82,500千円

の減額ということでございます。こちらにつきましては、介護老人

福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護の療養の医療施設

というところの入所のサービス費の減額でございます。こちらにつ

いては、サービスを受けている方の人数が減少したというようなこ

とが理由でございます。

それから、要介護認定者数の推移でございますけども、第１号被

保険者につきましては年々増加をしてきておりますけども、要介護

の認定率というものは下がっておりまして、実際の要介護の認定者
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数については1,000人ちょっとを超えるほどということで、ほぼ横

ばい状態ということでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）中根議員からも質問がありましたが、本当

にここまで介護給付費減額予算というのは過去になかったように思

います。実際これを利用する方が少なくなったとか少なくなってい

るという答弁がありましたけども、私は要介護１・２の方が原則的

に施設には入れない。更には、居宅介護といっても、やはりこうい

ったコロナの状況の中で、サービスを受けにくくなっているという

ようなことがあるのではないかと思うのですが、もう少し具体的に

これだけの減額になるという原因を説明できればと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。西田議員の質問にお答

課 長 えをさせていただきます。通所につきましてと居宅介護サービスの

給付費につきましては、通所介護、デイサービスについては想定以

上に伸びてきております。トータル的にというのもおかしいですけ

ども、デイサービスという通所介護の利用自体は想定より増えてい

るのですけども、それ以外の居宅サービスについては減少している

というようなことであります。

西田議員の質問にありました新型コロナで使いにくくなっている

かどうかというようなことについては、施設において新型コロナの

クラスター対策の中で、独自の基準を設けている事業所が多いとい

うようなことがあります。そういった意味で使いにくいということ

があったと、明確にあるということではないのですけども、条件を

付ける事業所がありますので、そういった意味で少し使い勝手が悪

くて利用率が下がったということがあるかもしれないですけども、

具体的にそういった利用者、利用者家族からの意見といった声も正

確には届いていないものですから、今想像すると、そういうことも

あったかなと、そのようには思っているところでございます。
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それから、施設介護サービス給付費につきましては、先ほど西田

議員から要介護３でないと入れないという話だったのですけども、

それについては、あくまでも介護老人福祉施設、いわゆる特養とい

う施設については、原則３以上ということになっております。 こ

れについては、当時特養に入所するには３年待ちとか５年待ちとか

ということが全国的にありました。その中で、要介護１・２という

軽い方を、本当に入所させる必要があるかという議論になりました。

本当に必要な、家族で居宅で介護できない３以上を原則に、待機の

年数を減らすということで、要介護３以上が原則になっております。

ですので、現状の入所につきまして、特養につきましては待機は９

０日であるとか、一年待つというような施設はございません。即入

れる施設から長くても大体９０日待ちということになっていますの

で、原則３以上ということになり、適正な利用が図られているかと

思っております。

介護老人保健施設というのは、森町でいいますと風の杜が老健と

いうものに該当しますけども、これにつきましては、基本的に一時

施設といわれるもので、病院等から退院をして、基本的には在宅に

戻りたいけれども在宅に戻るには少しリハビリが必要ですというよ

うな方が入所する施設が老健です。こちらについては要介護３以上

じゃなければいけないとかということはないものですから、現実的

にはそのような基準はなく、要介護が付いていれば入れるような施

設で、風の杜さんにつきましても、ほとんど待ちはなく、医療機関

からそのまま老健に入れるという状況です。場合によっては待つ場

合もありますけども、近隣の老健もいくつもありますので、そうい

った意味で選んでいけば待たずに入所できるような施設でございま

す。

あとは、介護医療院であるとか介護の療養型医療施設というもの

は、医療依存度がかなり高い方になりますので、入所した後の医療

行為も必要になってきます。ここら辺につきましては医療区分とい

う基準がありまして、そちらで要介護等の基準ではなく、医療の基
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準で入所になるというような施設でございます。そういったそれぞ

れの施設の特徴はあるのですけども、元々こういったところに入所

している森町の要介護を持っている方が非常に多いかといわれる

と、決してそういうことでも無いです。一月の給付費につきまして

は、30万円とかという金額がかかるものですから、そういった意味

で少ない方でも退所されたりすると、こちらの給付費が想定より支

出が非常に下がるといった状況でございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）介護控えとかというのが多少あるのではな

いかということも答弁にありましたけども、担当課としてそのよう

な人たちへのサポートというか、そういったものは実際に行われて

いるのか。それとも、介護施設でそれをサポートしているのか。そ

の辺が分かれば、お願いします。

それから、やはりコロナでクラスターが発生しては困るとかそう

いったことで、施設もかなりピリピリしているのではないかと思う

わけですけども、その辺の施設への助言というか、そういったもの

も、担当課ではかなり積極的にやっていると思うのですけども、ど

の程度にやっておられるのか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。西田議員の質問にお答

課 長 えをさせていただきます。利用者の利用が、新型コロナの関係で利

用を控えなければいけない状況が、先ほど私の答弁の中で、事業所

がそういった条件を付ける事業所もあるという話をさせていただい

て、ただ、利用者及び利用者家族から、その中で不満の声というも

のは、うちの課には届いていないという話もさせていただいたかと

思います。ですので、利用控えに繋がっているかどうかというのは

あくまでも想像上で、あるかもしれないという発言をしたと思うの

ですけども、その中で、うちとすると、特に利用者及び利用者家族

からの意見もなく、また、利用者及び利用者家族は、うちの課だけ

ではなく、県であるとか国保連合会というところも質問をできるよ
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うな形になっています。そういうところからの話もないものですか

ら、現実的には利用者及び利用者家族が特に不満を持っているとい

うことがないというように理解をしていますので、特に現在のとこ

ろサポートをしているというようなことはございません。

それから、事業者へのサポートにつきましては、うちの課に相談

があった時に、例えばクラスター対策でこのような状況でこのよう

にしたいということがあれば、今年度の補正でもお認めいただいた

町単独の補助金もありますし、県、国の補助金もありますので、補

助金で対応できるようなものには補助金がありますがどうでしょう

かというような話をさせていただいております。

それから、令和元年度の終わりくらいから介護医療の「看護のつ

ながる会」というものが、森町病院の看護部長を中心にできており

ます。そのメンバーとして、うちの保健福祉課の保健師も参加をし

ております。その中では、介護事業所からいろいろな困ったことで

あるとか、質問とかというものが出ていますので、それはその会議

の席上において、うちの保健師から回答をさせていただいていると

いったような状況でございます。

それから、来年度につきましては、具体的にクラスター対策の一

歩進んだ議論をしたいというような中で、現地での指導というとお

こがましいですけども、現地での検討会というものも一歩踏み込ん

でしていきたいと、そのように考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第１４号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）
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議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。

日程第１２、議案第１５号「令和２年度森町病院事業会計補正予

算（第３号）」を議題とします。

本議案は委員会付託する予定はございません。質疑・討論・採決

を一連して行います。質問回数は３回まで許可します。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１番、川岸和花子君。

１番議員 （ 川岸 和花子 君 ）川岸です。収入の病院事業収益の医業外収

益の国・県補助金の55,149千円というのは、先ほど話に上がってお

りましたコロナウイルス患者受入れ体制を確保したことによる補助

金なのか、その内約を教えていただけたらと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）鳥居病院事務局長。

病 院 （ 鳥居 孝文 君 ）病院事務局長です。それでは、収入の国

事務局長 ・県補助金の内訳を説明させていただきます。こちらについては、

国から県への間接補助と国直接の補助と県単独の補助の３種類があ

ります。

まず、最初に国の補助を説明させていただきます。全体の件数と

して８件ありますが、まず、国の補助として直接補助が３件となっ

ております。

まず、１件目が、インフルエンザ流行期における発熱外来診察体

制確保支援事業補助金で、病院分が１件、家庭医療クリニックが２

件目となっております。まず、１件目の病院の金額ですが、349万2,

000円。２件目の家庭医療クリニック分が31万4,000円となっており

ます。この２件につきましては、インフルエンザ流行期ということ

で１１月以降、もしくは今の時期もそうですが、インフルエンザが

流行る時期に診察・検査を、新型コロナウイルスの診察・検査を行

う医療機関に対して、支援するための補助金となっております。

続きまして、３件目のこちらも国の補助金ですが、インフルエン

ザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる
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救急周産期小児医療機関体制確保事業となっております。こちらに

つきましては、森町病院で外来の救急患者を受け入れる体制を整え

ておりますので、それに対しての補助金となっております。金額に

ついては、1,000万円となります。

続きまして、国から県の補助金ですが、財源としては国からくる

間接補助になります。そちらが４件となります。名称としましては、

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業です。こちらも、救急

周産期小児医療体制確保事業ということで、先ほどと同じ理由です

が、森町病院として新型コロナウイルスの感染症を疑う患者の救急

体制を取っているということの補助金となります。こちらは、金額

が4,000万円となります。

５件目ですが、新型コロナウイルス感染症緊急包括事業のうち、

医療機関、薬局等における感染防止支援事業で、こちらは家庭医療

クリニック分と、６件目として、訪問看護ステーション分となりま

す。こちらは、まず、家庭医療クリニック分については、9万5,000

円。訪問看護ステーション分については、24万8,000円となってお

ります。

次に、７件目児童福祉施設等感染防止対策事業補助金ということ

で、こちらは病院で運営しています保育園に対して、感染対策の補

助金となっております。金額が50万円となります。

８件目として、最後ですが、これが県単独の補助金になります。

発熱等診療医療機関体制整備事業協力金ということで、先ほど一番

二番の時にもお話ししたように、新型コロナウイルスの診察・検査

を行っている事業所に対して協力金が支給されるものです。更に、

保健所等からの検査の依頼を受ける機関になりますので、森町病院

側の保健所からの検査依頼を受けております。ですので、森町病院

に対して50万円の額の補助金となっております。以上でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、川岸和花子君。

１番議員 （ 川岸 和花子 君 ）詳しくありがとうございました。というこ

とは、先ほどのコロナウイルスの病床５床を準備したという補助金
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というのは、ここに入ってないということですか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）鳥居病院事務局長。

病 院 （ 鳥居 孝文 君 ）おっしゃるとおりでございまして、先ほ

事務局長 ども質問にありましたとおり、まだ県との協議中でどのような補償

範囲になるかがまだ分かっておりませんので、明確な数字をあげら

れません。ということで、今回補正予算に上げさせていただいてお

りません。以上でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

４番、加藤久幸君。

４番議員 （ 加 藤 久 幸 君 ）８ページの補正額の明細書の中の、病院事

業費用。その中の510千円は、これについては、新型コロナウイル

ス感染症対策としての空気清浄機５台。それから、消毒用アルコー

ルその他の消耗品と伺っております。その中の、この空気清浄機の

内容について、ちょっと教えていただきたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）鳥居病院事務局長。

病 院 （ 鳥居 孝文 君 ）加藤議員の質問にお答えします。こちら

事務局長 の空気清浄機につきましては、保育園に設置する形になります。通

常、特に病院で使うような、今までもお話しさせていただきました

高性能なフィルターというわけではなくて、一般的に市販されてい

る空気清浄機で能力が高いものをそれぞれの部屋に設置させていた

だく予算となっております。ですので、特別能力が高いというもの

がなくて、一般的に市販されている中でも能力が高いものの空気清

浄機となっております。以上でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）４番、加藤久幸君。

４番議員 （ 加 藤 久 幸 君 ）一般的な空気清浄機ということで、お伺い

いたしました。これについては、医療用とか一般的なやつとかいろ

いろあると思うのですが、この空気清浄機を設置することによって、

他のウイルスも防御できるとか、その辺のことはどうでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）鳥居病院事務局長。

病 院 （ 鳥居 孝文 君 ）先ほど申し上げたとおり、市販されてい
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事務局長 る空気清浄機の中でも能力が高いものを選ばせていただいておりま

す。また、その中では、ウイルスを除去できるというようなものを

選別しながら、また、他のＰＭ2.5も除去できるというようなもの

で謳われているものを選んで、購入する予定でございます。以上で

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第１５号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

日程第１３、議案第１６号「公の施設の指定管理者の指定につい

て（森町吉川キャンプ場）」及び、日程第１４、議題第１７号「公

の施設の指定管理者の指定について（森町天方宿泊施設）」議案２

件を一括議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）第一です。議案第１７号の、天方宿泊施設

に関してですけども、アマガタさんが非常に良い管理をしていただ

いていると思いますが、この質問がいいのかどうかですけど、コロ

ナで利用が少し減少しているのではないかと思うわけです。昨年、

そしてコロナ前までの利用率、稼働率というのは、どのような状況

で推移していたのでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。
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産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。西田議員のご質問にお答え

いたします。天方宿泊施設コテージアクティの利用状況ということ

かと思います。令和元年度と令和２年度について、令和２年度につ

いての、今それこそ３月についてはあくまで今年度の見込み数を出

していただいておりますが、利用者数については、令和２年度につ

いては前年の55パーセントくらいの利用者ということで、令和元年

については、3,375人。これは宿泊者と日帰り合わせて、令和２年

度のあくまで当然終わっていませんので見込みでございますが、1,

834人程度ではないかと聞いておりまして、約1,500人超の減少と聞

いております。また、それに係る収入でございますけれども、令和

元年度につきましては、1,183万8,000円程度。令和２年度、これは

あくまで見込みですが、778万8,000円程度ということで、約400万

ちょっとの減少で、売上については前年の65パーセントくらいでは

ないかとは聞いております。２年度の決算等については、なんとか

黒字にはなるのではないかというところまではお聞きしておりま

す。以上でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）そういった中でアマガタさんとの、担当課

としてこれをどうしていこうかというような話合いは、されている

のかどうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。今後、この指定管理の条例

をお認めいただければ、来年度以降指定管理者として株式会社アマ

ガタさんが指定管理をしていくという運びになろうかと思います。

当然コロナ状況前も、当然後も、特に後については案内のように

いろいろな影響がございます。あとは、あくまでも公の施設という

ことで、それを利用するにあたってはコロナ対策をしっかりやって

いただく必要があるし、それについてのこちらの手当というのも必

要でございますので、密に連絡を取り合いながら今後の方向につい

ても話し合っております。ご案内のように、やはり老朽化がコテー
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ジにつきましては平成１１年くらい。２０年も経ってきていますの

で、いろいろな傷みが出てきております。そこら辺についても逐一

どこがちょっと傷みそうだとか、こういったところは手当をしてく

れないかとか、あとは今後のコロナを踏まえた予約はどうしたらい

いかとかということも話し合いながら、連絡を取り合ってこれまで

もやってきております。今後もよりそういったことが必要だと思い

ますので、協力しながら意見交換をしながら、進めてまいりたいと

思っております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡戸 章夫 君 ）３番、岡戸です。また３年間株式会社ア

マガタさんが受けてくださるということで、非常にありがたいこと

だと思います。しかし、一般論としてはこういった施設の管理をす

る会社といいますか。そういうところが、後継者不足とか高齢化と

かで段々難しいというのが近隣でも聞くことがあります。大変失礼

ながら、アマガタさんでもその辺の状況はいかがでしょうか。もし

差し支えなければ、お伺いしたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。岡戸議員の質問にお答えい

たします。株式会社アマガタの中の、経営なり進め方の話でござい

ますので、あくまでも聞いているところということになります。今

ご発言があったように、やはり地元の組織であるがゆえに、当然地

元がよく分かって、地元の方の顔も見えて、後は当然それによって

地元の方が応援してくれるといった良いところがある反面、やはり

そこに人材、そういった面に関しては、ご案内のように天方地区自

体が高齢化している中でなかなか難しいというか、いろいろな声を

聞き及ぶところはございます。

しかしながら、やはりその地元の思う想いというのは、非常に重

要だと考えておりますので、アマガタさんにはそこら辺も踏まえて、

また、逆に地元の中で、地元の人でなくてもそういう方がいれば、
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信頼関係が結べる方がいれば中に入っていただくことも、こちらと

しては思います。当然ご本人というか当事者の方々も、そういった

ことを切実に捉えられていらっしゃると思いますので、ご意見も出

ているかと思っております。そこについてはご相談があったり、ま

た、こちらからこういう人がいるよというのがあれば、そこら辺意

見交換しながらやっていければと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）吉川キャンプ場も天方宿泊施設も、非常に

良い施設だと思いますので、今後の維持管理も是非続けていってい

ただきたいなと思っております。ですので、早いうちからそういっ

た今後の対応についても、話を出していくのがいいかと思います。

勿論地元の方で支えていっていただくのがベストかと思いますけ

れども、例えば移住政策とかの一環で、外からの移住者の方でもそ

ういったものに関心があって、よしやってみようというそういった

方々がいれば、地域の方と一緒に手を組んで、引き続きこの施設を

運営していくのもありかと思っております。そういった移住政策と

のコラボといいますか、それも含めて経営ができるようにすると良

いと思うのですけれども、その辺の移住政策との絡みでの継続とい

う形についての考えはいかがでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）岡戸議員からの移住政策を絡めてというご

質問でございますが、ご質問の内容が、株式会社アマガタの法人と

しての構成役員であるということなのか。コテージあるいはキャン

プ場の管理運営、指定管理者として、株式会社アマガタではなく移

住者を、というご質問なのか。どちらのご趣旨と思って聞いており

ましたが、当然株式会社アマガタは天方地区住民の方が出資をされ

ている会社でございますので、天方地区に移住された方は当然その

社員といいますか、出資者になるのだと思います。その中で、地域

として役員に選ばれていけば、この経営に参画していくということ

になろうかと思います。先ほど後継者不足というお話もございまし
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たが、一般の民間の企業と違う点もございますので、そういったと

ころでは、後継者が不足するということはないかと思っております。

ただ、経営に卓越している方かどうかということは、また別の問題

になろうかと思いますが、株式会社アマガタとしては、地域に根ざ

したといいますか、地域によって成り立っている会社でございます

ので、その中で構成員が増えていって、またその中で経営に関して

参画していく方が出てくるということは、まさに町内会での地域と

しての考え方ではないかと思っております。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）二点ですけども、吉川キャンプ場とアマガ

タ宿泊施設、この２件については公募により決定ということで説明

があったかと思います。この公募ですけども、公募期間と、応募さ

れた方があったのかどうか。それについて、お願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。岡野議員の質問にお答えい

たします。これについては、公募を昨年の１２月２１日から本年１

月１８日まで、指定管理者候補者の公募をしております。結果とい

たしまして、株式会社アマガタ一社からの応募ということでござい

ます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）この吉川キャンプ場、それから天方宿泊施

設、この二件ですけども、天方・三倉地域の山村振興ということで、

吉川キャンプ場が平成１１年、天方宿泊施設は平成１２年に建設さ

れたかと記憶しております。当初、地域の振興ということで、天方

地域、吉川キャンプ場は亀久保町内会にお願いをして、特定の地域

振興であるということで地元にお願いをして、それを生かして地域

の活性化、それから収入の糧にもしていただくということで始まっ

たかと思います。公募ということになると、意味合いが公に募集を

してということで、今岡戸議員も言いましたけど、町として公募と
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いうことは、広く一般からやる意思のある人を募るということ。町

として吉川キャンプ場、宿泊施設について、地域出資の株式会社ア

マガタに積極的になのか、公募で応募をされたからお願いをするの

か。町としての考え方といいますか、それをもう一度確認させてい

ただきたいです。お願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。まず、指定管理についてど

んな指定をしていくのか、どういった選定していくのかということ

かと思います。

指定管理に関しまして、森町公の施設の指定管理者候補者の随意

選定に関する基準というものを定めております。言い方を変えます

と、ここで申し上げますのは、公募によらずに指定管理者の候補者

を選ぶということを、随意選定というような定義で使っています。

随意選定の判断基準ということで、要は公募によらないで候補者を

選定するという基準は、どういう基準があるかということが、その

中の判断基準として定めさせていただいております。その中で、例

えば対象となる公の施設の管理上緊急に指定管理者の候補者を選定

しなければならない場合、あとは時間的余裕がない場合とか、地域

に密着した施設で、その管理を地域の団体に特定する合理的な理由

がある場合とか、高齢者等の雇用の安定に関する法律の規定に指定

された等々といったものがございます。

そういった中で、このキャンプ場と天方宿泊施設に関しましては、

そういった随意選定の判断基準としては、より多くの方々がいろい

ろなところから利用してくる施設という意味で、まずは公募にかけ

ようではないかといった判断基準でございます。ですので、積極的

にというか、当然思いとしては、これまでやっていただいた株式会

社アマガタさんをしっかりこちらも見ていて、問題がないし適切だ

と判断しております。しかしながら、指定管理者を選定する際には

ある程度の基準を設けたうえで、して行かなければならないという

ことでございますので、公募をしたということでございます。のち
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に出てきますが、アクティ森については、随意選定に関する基準と

いう中で、町が当該公の施設を管理させるため出資又は出えんを行

っている一般社団法人及び一般財団法人並びに会社法法人を指定す

る場合という随意選定の判断基準に入っておりますので、アクティ

森に関しては随意選定に基づいて指定させていただいた、といった

整理を行っております。やはり行政としては、そういった客観的な

判断基準を設けたうえで、そのうえで公募をさせていただいたとい

うことでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）この吉川キャンプ場、それから宿泊施設に

つきましては、アクティの核として、この山村を活性化するという

目的の事業であります。今回これを指定管理、吉川キャンプ場、天

方宿泊施設につきましては、この３年間、また指定管理が始まると

いうことであります。やはりこの作られた２０年前と大分状況が変

わってきている。コロナ禍という、また予期せぬこういう事態とい

うか、自粛傾向がある時代に入りました。でも、キャンプとかそう

いったものが、一人キャンプとかいろいろキャンプ場が見直されて

います。脚光を浴びています。注目も更に浴びていくんじゃないか

と思います。私、去年吉川キャンプ場に宿泊をしました。やはり住

宅に囲まれてるのが、逆に、作った当初から家族で安心してキャン

プができるという売りです。この３年の管理、地元の組織と町が本

当に左右の両輪のように、運営に臨んでいただければと考えます。

今後この３年間をどのように今考えてるか、もしありましたら、お

答えをいただければと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。岡野議員の再度のご質問に

お答え申し上げます。今、少し岡野議員からご発言があったように、

キャンプ場については、当然１０月前については１回目の緊急事態

宣言等々いろいろな影響があって減少はしている訳ですが、それこ

そ１０月以降につきましては見込みですが、昨年度よりも多い利用
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者数とはなっております。今、ご発言があったように、コロナ感染

拡大の影響、また、それを受けた経営というのは、今後考えていか

なければいけないとは思っております。ご発言ありましたように、

キャンプ場に関しましては、屋外といったところも皆さん志向が強

くなっているのかと思います。コテージに関しましても、あれだけ

自然に囲まれたところにございますので、当然都会のホテル等々よ

りは、これまでよりもご選択いただけるかとは思っております。

そうした中でコロナの状況を踏まえた整備、また、時間も経過し

ておりますので、施設の更新等々はある意味大きな課題でございま

す。ですので、そういった更新をする際には、やはりコロナに対応

したものにするとか、今後についてはインターネット、Wi-fi等の

整備も必要かとは思っております。今後そういったことも検討しな

がら、また、株式会社アマガタとも話し合いをしながら、当然ちょ

っと町の負担が出ることでございますので、最終的には議会の皆さ

まのご理解を得ながら、そういった施設整備にも努めてまいりたい

と考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

ここでしばらく休憩します。

（ 午後１時５６分 ～ 午後２時０５分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）会議を再開します。

日程第１５、議案第１８号「公の施設の指定管理者の指定につい

て（森町三倉総合センター）」から、日程第２２、議案第２５号「公

の施設の指定管理者の指定について（森町児童館）」まで、議案８

件を一括議題とします。

本議案は、第一・第二両常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

所管の委員会を間違えないようにお願いします。

質疑はありませんか。
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（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第２３、議案第２７号「令和３年度森町一般会計予算」を議

題とします。

本議案は、第一・第二両常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

所管の委員会を間違えないようにお願いします。

質疑はありませんか。

１番、川岸和花子君。

１番議員 （ 川岸和花子 君 ）１番、川岸です。１６８・１６９ページの

歳出の教育振興費の、ＩＣＴ教育デジタル教科書等の話がありまし

た。１人１台端末が４月からもう予定されているのか、それに対し

ての教科書だと思うのですが。また、それを使うアドバイザー支援

というものもありましたので、具体的に、本当に新しいものが突然

くると思いますので、どのように取り入れていくのかという計画を

分かるところで教えていただけたらと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）塩澤学校教育課長。

学校教育 （ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。ただいまの川岸議員の

課 長 ご質問にお答えいたします。ご案内のとおり、ＧＩＧＡスクール授

業ということで、令和２年度ですが１人１台端末の整備。あとはネ

ットワークの整備をしておりまして、４月からその端末につきまし

ては整備を完了する予定です。いよいよ来年度から、その端末を利

用して、充分に活用した取り組みというのが求められている中で、

令和３年度におきましては、ＩＣＴ支援、情報教育支援ということ

で、取組みを考えております。

まず初めに、ご質問の中にございましたデジタル教科書につきま

しては、今年度若しくは来年度からのデジタルというわけではござ

いません。今までも、学校の教科書、ペーパー、書籍であったもの

をデジタル化して、画像で映像を投影して、それを基に授業を進め

るというものがございましたので、今までも、小学校の教科書整備
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の中でも、授業の中で取り入れながら利用しているというものであ

ります。いよいよＧＩＧＡスクールによりまして、更に一層の利用

が図られるということは想定しております。

また、その利活用の推進につきまして、ご案内のようにＩＣＴ支

援員ということを想定しております。予算で申し上げますと、ＩＣ

Ｔ支援員につきましては、ページ数で申し上げますと、１６３ペー

ジの委託料（その他）という中で、情報アドバイザー委託料という

項目がございます。こちらで、来年度の取組みを予定しております。

今までもＩＣＴを活用した事業の推進ということで、飯田小・宮

園小・森小におきましては、年間２０回の支援員を学校へ派遣いた

しまして、授業の中で利活用を図るような取組みを進めて参ってお

ります。三倉・天方につきましても、アドバイザーを派遣して推進

を図ってきておりますが、先ほど来説明にありますハードの整備を

更に利活用して推進するために、来年度におきましては、各学校４

０回の派遣を想定しております。中学も、来年度につきましては、

各学校２０回の派遣を予定しております。以上です。

付け加えさせていただきます。なお、その派遣に合わせまして、

教育委員会としての体制といたしまして、情報教育研究会というこ

とで、今までも各学校から情報教育担当の先生がいらっしゃいまし

た。そちらの研究会を、なお一層研究を重ねる、もしくは磐周地区

での取組みと合わせて、森町のＩＣＴへの取組みを検討しておくよ

うなことで、取り組んで参りたいと思います。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１番、川岸和花子君。

１番議員 （ 川岸和花子 君 ）そういう検討委員会と、磐周のその他の周

辺自治体さんとも合わせての勉強会等を進めていくということです

が、まだ具体的にいつ頃どうというのは決まっていないのでしょう

か。例えば、子どもたちには１台端末を使って、というような詳し

い内容です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）塩澤学校教育課長。

学校教育 （ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。ただいまの川岸議員の
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課 長 ご質問でございます。情報教育の研究会ということでお話をさせて

いただきましたが、これは今回新たに立ち上げる研究会ではござい

ません。今までも各学校の情報教育担当の先生が集まって、それぞ

れ研究・検討されてきた組織を、一層活発化させていくというよう

な内容でございます。年間不定期ではございますが、５・６回開催

してきております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

５番、中根信一郎君。

５番議員 （ 中根信一郎 君 ）１５５ページの消防費消防団運営費の中の、

団員報酬。これに関しては団員不足というようなことで、それをで

きるだけ解消につながるかどうかは別として、団員を維持するため

に報酬を上げるとか、そういうことも考えられて報酬の金額を決め

ているのかということと、団員不足を補うための予算として、何か

この中に上がってきているのか。その２点お伺いをしたいと思いま

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小島防災監。

防 災 監 （ 小 島 行 雄 君 ）防災監です。ただいまの中根信一郎議員の

質問にお答えします。消防団の団員確保ということで、報酬はどう

なっているかということですが、前回の議会の中でもご説明いたし

ましたが、磐周地区の中ではそういった報酬についてはほぼ同じと

いうことで足並みを揃えてるわけですが、今後そういった要望もご

ざいますので、検討していかなければならない課題かと思っており

ます。

団員も不足が出ているということで、この令和３年度の予算の中

で、そういった対策をするような補助といいますか、そういった計

上があるのかということでありますが、１５５ページの一番下から

２番目の、消防団員の準中型自動車免許取得費補助金。今までは大

きな車両で準中型ということで、免許を持たないと運転できないと

いう車両がまだまだあります。今のところは、普通免許でも運転で

きるようなものを段々採用していくというような流れであります
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が、まだまだ普通免許しか持っていないという若い団員が十数名い

らっしゃいます。今後そういう方が確保できるように、免許取得に

対しては、普通免許から準中型免許を取るのに18万円弱のお金がか

かると自動車学校からも聞いております。それにつきまして町から

補助をし、また、県の消防協会からも補助をいただき、本人につい

ては、その中の３分の１を負担していただく訳ですが、消防団の活

動が出来るように補助してまいりたいと思っております。以上です。

あと、前回の中根幸男議員からお話がありましたが、消防団確保

についてどのような取組みがあるかということで、今まではチラシ

を各戸世帯配布していましたが、新たにこの中で印刷製本費で、消

防団募集のポスターを新たに作ることを予定しています。これはデ

ザイン料を含めたものとなりますので、今後２００枚程度印刷をし、

各公民館に貼っていただく等で利用していただき、消防団の団員確

保に努めてまいりたいと思っております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

４番、加藤久幸君。

４番議員 （ 加藤 久幸 君 ）４番、加藤でございます。今の中根信一

郎議員の質問と少し被ると思いますが、今ご説明のあった消防団員

準中型自動車免許取得費補助金ということで、大変良い、団員不足

にとっては良いことかと思います。18万円弱かかるということで、

本人が３分の１負担ということで、今お聞きをしました。例えば普

通の会社であれば、補助して例えば３年間そこに勤務しなければい

けないとか、何かそういった縛りがあると思うのですが、それにつ

いてはどういった決まりとか、何かあったら教えていただきたいと

思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小島防災監。

防 災 監 （ 小 島 行 雄 君 ）防災監です。ただいまの加藤議員の質問に

お答えします。取得について縛りがあるか、ということであります

が、やはり消防団員としても普通の勤めをしているということもあ

りますし、消防団活動をしながらの免許取得であります。そういっ
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た消防団を背負っていただく方でありますので、特に縛りというも

のは考えておりません。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）４番、加藤久幸君。

４番議員 （ 加藤 久幸 君 ）特に縛りはないとお聞きをいたしました。

では、仮にまだ団員となって、免許取って直ぐに団員を辞められて

も、その中型免許は、その団員はそのまま、ということで。確認で

すけども。

それと、これは平成２９年の道路交通法の改正で、準中型免許、

総重量３．５トン以上が運転できないということだと思いますが、

年齢的に何歳くらいから、大体この免許の枠といいますか、それが

引っかかるのか教えていただきたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小島防災監。

防 災 監 （ 小 島 行 雄 君 ）加藤議員の質問にお答えします。道路交通

法が変わったのが、平成２９年３月ということであります。それか

ら考えますと、今は若くても１８歳くらいから入っている方がいら

っしゃいますので、大体２２・２３歳までの方は、普通免許だけで

はないかと思います。すみませんが、正確な資料が手元にないもの

ですから、逆算ということでお願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡戸 章夫 君 ）第一常任委員会です。定住推進課と、産

業課さんにお伺いいたします。まず定住推進課さんで、６５ページ、

２款２項５目、地域おこし協力隊の活動事業です。令和３年度は３

名体制で、という話を伺っております。もう一度確認の意味で、既

に隊員になっておられる方が２名で、今度辞められる方、新しい方

が何名か、ちょっとそこら辺の体制についてお伺いします。同じく、

その地域おこし協力隊ですが、今度募集をかける方については、何

かこういう命題を持ってやってくれる方ということで、こちらの方

からある程度テーマを持って募集されているのか、その辺を一つお

伺いします。
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それから、産業課さんのところで、１２９ページになります。６

款３項２目、中段よりちょっと下に、カモシカ等被害実態調査業務

委託料。それから、カモシカ等生息密度調査業務委託料ということ

で、それぞれあります。カモシカの実態調査ということですけれど

も、ここ数年、ずっとこの調査ということでやってきているんです

が、調査でなかなかカモシカの被害に対しての実効的な対策が進ん

でいないのが現状で、地域としては非常に頭を抱えているところで

あります。調査捕獲というのか、ちょっと正確な言い方があれです

けど、捕獲について、対策について、どのような動きになっている

のか、教えてください。その二点お願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小澤定住推進課長。

定住推進 （ 小澤 幸廣 君 ）定住推進課長です。ただいまの岡戸議員

課 長 のご質問にお答えをします。地域おこし協力隊について、現体制に

ついてのご質問と、新たに増員をする１名の隊員のテーマ等のご質

問でございます。現体制につきましては、現在２名の隊員がおりま

す。そのうち１名の隊員につきましては、今年度３月いっぱいで退

任ということになります。その１名の現隊員につきましては、里山

の活性化ということで活動しており、もう一名の退任する隊員につ

きましては、森町の魅力発信情報コーディネーターということで活

動しておりますが、その隊員が今年度で退任するということでござ

います。

新たに１名増員するという協力隊員につきましては、４月に入っ

てから募集を行い、７月頃からの活動ということで現在考えており

ます。テーマにつきましては、現在まだはっきり確定はしておりま

せんが、今所管課として考えているテーマとしましては、町の課題

にあたる空き家に関する全般的な取組みを主体としたテーマを考え

ております。テーマに沿った活動をしていただくことになりますが、

具体的な活動内容につきましては、事務局からの助言もしますが、

現隊員同様に、協力隊員自身が提案をして、考えることになります。

現体制の２名につきましては、中山間地域で地域資源を活用した活
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動を行っていくことに対しまして、増員となる隊員につきましては、

町全体を対象とした活動を行っていただき、住民への空き家に対す

る問題の啓発を行っていくということで考えております。１年目と

しましては、まず関連する専門的な研修を受けていただきまして、

知識の習得を図りながら活動をしていくということで想定をしてお

ります。以上でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。岡戸議員のご質問にお答え

いたします。事項別明細書の１２８・１２９ページの、鳥獣被害総

合対策事業のうち、カモシカ等被害実態調査業務委託料及びカモシ

カ等生息密度調査業務委託料に係るご質問でございます。ご案内の

ように、令和２年度において、生息密度調査は７年目に入っていま

す。被害実態調査は５年目ということで、調査を継続しているので

その後の展開、カモシカの捕獲についてはどうかというご質問かと

思います。

これについては、議員からご発言あったように、データ収集につ

いても、一定程度の年度が経っておりますので、中遠農林等に相談

いたしまして、それこそ本庁に、今後の例えばカモシカの管理計画

の作成等についてどうかということで、担当が相談をしに行ったと

ころでございます。データ収集については、次の町カモシカ管理計

画の作成のためのデータとしては、ある程度の年数が経っているの

で、そういったことも考えられ得るのかということではございまし

たけれども、じゃあその被害が、実際に本当にカモシカなのかとい

うことが立証できていないのではないか。または、まず、その被害

を被らないために、やはりまずは柵をやってみるとか、他には農業

被害対策の状況もどうかとか、といったご指摘がございました。そ

の管理計画を認めていただいて、捕獲ができるというようになるに

は、県の審議会で説明をして、了承を得ることが必要になっており

ます。ご案内のように、カモシカについては、国の天然記念物にな

っておりまして、その所管は自然保護法の担当になっております。
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どちらの視点かと申しますと、当然天然記念物でございますので、

保護する視点での、やはりそこで、まずは保護しましょうと。いや

でもさすがにそういった被害は見過ごせないので、計画を立てて少

し捕獲するのはいいですよということになります。今申し上げまし

たように、もし個体の捕獲の管理計画を立てたとしても、捕獲頭数

は非常に少ないものになるのではないか、とはご指摘を受けていま

す。例えば50から150ヘクタールの範囲の中で４頭程度とか、とい

う課題もございます。ですので、１回中遠農林事務所と一緒に県に

相談に行ったところ、私どもとしては、そろそろ管理計画の策定に

も移れるのではないかという思いを抱いて伺ったのですが、やはり

その視点といたしますと、そういった視点での、天然記念物の保護

といった視点でのご指摘なり、それに対応する程のデータなり取組

みをやったうえで、そのうえでもやはり被害が酷いということなら

ば、実態的な捕獲に移れるのだろうけども、ということでございま

した。やはり当初からちょっとハードルは高いとはお聞きしていた

のですけども、これまでだったら管理計画の策定はできるんじゃな

いかみたいなことで、中遠の担当から聞いて行ったのですけれども、

行った感触としては、やはり少し思ったよりもハードルが高かった

といったところが実態でございます。当然天然記念物でございます

ので、そういったところをクリアしない限り次に移れないというの

は、法の下で行政をやるうえにあたっては、ある意味それはそれで

必要なことだということもございます。現実としては困っている部

分もございますので、そういったところについては引続き状況をお

伝えして、何とかならないかというのは、やはり現場の意見として

は、県の担当と一緒になって言っていくべきかとは考えております

が、現状としてはそういった状況でございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡戸 章夫 君 ）再質問させていただきます。まず、この

地域おこし協力隊の件ですけれども、空き家に対する啓蒙活動みた
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いなものをということでした。実際には、今の答弁を聞かせていた

だいて感じたのは、移住コーディネーターとして既に岩瀬さんが活

躍されております。この移住コーディネーターさんも、コーディネ

ートだけではなくて、やっぱり空き家に対するそういった啓蒙活動

もやってくださっているので、そこは少し被るのではないかなと、

ちょっと先ほどの答弁を聞いて感じました。先ほど前の質問のとこ

ろで、キャンプ場とか宿泊施設のところで私もお話しさせていただ

きましたけども、それと地域おこし協力隊を、ちゃんとしたという

か、こちらで命題を持って、例えば天方地区に移住していただいて、

そこの株式会社アマガタに入っていただいて、それでこういったキ

ャンプ場の運営にも関われないかというような、はっきりとした命

題を持って募集をかけた方がいいのではないかなと。先ほどの答弁

を聞いて感じました。というのは、今までも地域おこし協力隊の何

名かが森町に来ていただいて活動していただきましたけれども、な

かなか自分がやりたいことが漠然としていて、結局やってみるとな

かなか上手くいかなかった方が多いので、こちらできちんとした命

題を持って募集するのはどうかというように感じました。そこら辺

について、再質問させていただきます。

それと、カモシカの捕獲調査についてですけれども、おそらくこ

の議論はここ数年何度も何度も同じような話を繰り返してきたと思

います。そういったことで、地域としては一体いつまでというのは、

やはり地域の思いです。最近の獣害の近況ですけれども、豚コレラ

の影響か、イノシシはもうほとんど見ることがなくなったというく

らい見ません。猟友会の方に実際に聞いたところでも、イノシシは

見かけないよと。ですので、猟友会の方が今主力を置いてるのは、

ニホンジカに主力を置いているということです。ところが、やはり

カモシカについては、なかなか対応策もないということで。なかな

か打開策がないということは分かりますけれども、そこはぜひ、何

らかの突破口を開いていただきたいというのが、やはり地域の声だ

ということをお伝えしたいと思います。カモシカについての質問は
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よろしいです。地域おこし協力隊について、回答をお願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小澤定住推進課長。

定住推進 （ 小澤 幸廣 君 ）定住促進課長です。ただいまの岡戸議員

課 長 の再質問にお答えをします。地域おこし協力隊についてですが、ま

ず最初の質問で、移住コーディネーターと被るのではないかという

ことなのですけども、当然空き家に関しましても、今の移住コーデ

ィネーターにつきましては、調査をし、それで移住者の方に紹介を

して、相談を受けて紹介しているという形をとっておりますので、

空き家についてもよく関係を持っているということでございます。

来年度から募集する隊員につきましては、まだ空き家が主でとい

うことで、いろいろな他の活動というのも考えられます。一点空き

家をテーマにと考えたのは、やはり町の課題である空き家の利活用

ということで、なかなか空き家バンクについても、登録数が少ない

ということもあります。移住コーディネーターと連携して、なかな

か町で各地域に入るということも困難でございます。町ができない

ような活動というか、そういうことを地域全体で活動していただく

ということで考えておりますので、今後移住コーディネーターと連

携して行なっていただくと考えております。

また、テーマについて命題を持って募集をかけたらどうか、とい

うことでございます。地域おこし協力隊につきましては、地域力の

維持強化に資する活動、地域の協力活動ということで、その具体的

内容については、個々の能力や適正、また各地域の実情に応じ、地

方自治体が主体的な判断で決定をするということになっておりま

す。活動についてこのテーマと決めてしまうのも、個々の能力とか、

そういうものを適正といった部分で、なかなか発揮できない部分も

あろうかと思います。と言っても、今岡戸議員の言われましたよう

に、命題を持ったテーマで、募集をしていくということも一つかと

思いますので、今後の参考とさせていただきたいと思います。以上

です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。
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２番、出口裕君。

２番議員 （ 出 口 裕 君 ）２番、出口です。６５ページの定住推進課

の段ですが、この段に新しい事業として、住もうよ森町新婚さん応

援金があります。これは今年から新しくされたと思いますが、15,0

00千円、そして30万円を、要するに50組の方にと。こういうように

説明が書かれておりますが、本当にそれでいいのですか。本当にそ

れだけで効果があると課長は思っていらっしゃるのですか。そして

一番問題なのが、一年間でもいいよと、もっと私が心配するのは、

一年間ここに住んだら30万円もらって、嫌になってしまったら辞め

て他に行こうね、ともし考えている方がいるとしたら、全く15,000

千円の中の30万円は、無駄になるのではないかと危惧しています。

そこまで考えて、今回の事業を進めていただければいいと思います

が、果たして本当にそうなのか。ある方と私も、ちょっとこれから

どうしましょうかと話になったときに、こういうやり方もあるんじ

ゃないのということで言われたのは、金額を増額して、組数をもっ

と減らして、実際のあれに応じたやり方にしないと、実際の効果が

上がってこないのではないか、と私は言われています。私もそう思

います。ですから、もう一度再考していただいて、金額の問題、そ

してやるのであれば、ある程度成果の出る、これ確かに今言うよう

に、ふるさと納税のお金を使います。でも、これもやはり町民の税

金であることは間違いございません。無駄に使わないようにしてい

ただきたいと思います。その二点だけ、お伺いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小澤定住推進課長。

定住推進 （ 小澤 幸廣 君 ）定住推進課長です。ただいまの出口議員

課 長 のご質問にお答えをします。まず、補助金についての、30万円50件

の効果は実際どのように考えているか、という点につきましてです

けども、この補助金につきましての根拠というものに関しましては、

まず、件数ですけども、ここ過去５年間の婚姻数の平均を出しまし

て、ほぼ50数件ということで50件と設定をしました。

また、30万円という根拠でございますが、静岡県の平均家賃が約
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５万円ということで、それの１年分掛ける12か月分の半額というこ

とで、30万円ということで金額も設定をさせていただきました。

効果についてですが、婚姻後の約半数近くが町外へ転出してしま

うと、そのような今の森町の現状だということであります。これを

少しでも流出を防止するということで、この応援金ということで制

度を設けました。一年間の縛りということでございますが、これに

ついては１年がいいのか、２年がいいのか、３年がいいのかという

居住期間については議論されるところでございますが、特に今いっ

たような現状ということで、婚姻後の居住地域を決定するタイミン

グにおいて人口の流出を防止する、図るということで、１年という

期間で設定をいたしました。何年間住めばということではなく、ま

ず、そのタイミングで森町に居住していただいて、住みやすさを実

感できれば、定住に繋がっていくと考えております。また、その検

証・効果については、１年経って数字も出てくると思いますので、

検証を行っていきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中根 幸男 君 ）８番、中根幸男です。３問ほど質問させ

ていただきます。まず一点目は、７０・７１ページ、２款４項１目、

戸籍住民基本台帳費の0003個人番号カード交付事業の関係でござい

ます。これにつきましては、国の政策でいろいろな取組みを進めて

きました。１月１９日現在の情報、ニュースですと、マイナンバー

カードの去年一年間の交付枚数は、前の年の４倍近い1,185万枚に

増えましたが、普及率は４分の１に留まっているというような情報

が出ておりました。そこで、本町の交付枚数と普及率は、どの程度

になっているか。

そしてまた、この予算にもありますように、予算化も12,246千円

計上しております。本年度の取組みがどのような内容なのか、伺い

たいと思います。

二点目。１２４・１２５ページ、６款２項２目、農地事業費、00
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02、昨年もちょっと伺ったように思いますけども、県営事業負担金

のうち、県営農地整備事業（天竜川下流用水一宮地区）負担金の関

係です。21,000千円ということです。それから、同じく県営農地耕

作条件改善事業負担金15,000千円の計上ですけれども、全体事業費

がどのくらいで、どのような事業内容になっているのか、伺いたい

と思います。

もう一点は、そのすぐ下に0003農村地域防災減災事業、農業水路

等長寿命化防災減災事業ため池ハザードマップ作成委託料9,000千

円が計上されております。これにつきましては、９箇所分というよ

うなことですけれども、場所がどこなのか。

それからもう一つは、昨年予算計上で団体営農村地域防災減災事

業ため池調査委託料ということで５箇所分の計上がされていました

けども、この昨年の計上との関係はどうなっているのか。その点に

ついて伺います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）富田住民生活課長。

住民生活 （ 富田 正治 君 ）住民生活課長です。ただいまの中根幸男議

課 長 員の、マイナンバーカードにかかるご質問についてお答えします。

まず、マイナンバーカードの交付率ですが、２月２８日現在で、申

請者数が5,287名で、そのうち交付をされた者4,207人。交付率は、

23.06パーセントになっております。今年の事業方法ですが、定期

的に広報をして、マイナンバーカードの交付申請の促進を図るとと

もに、毎週水曜日の夜間午後７時まで、それと毎月日曜日の最終日

曜日の午前中も、予約制でマイナンバーカードの交付事業を進めて

いるところです。これは本年度も行っておりますが、来年度も引続

き行っていきたいと思っております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。中根議員のご質問にお答え

いたします。説明書の１２４・１２５ページ中段の細目0002県営事

業負担金の中の、県営農地整備事業（天竜川下流用水一宮）負担金

と、県営農地耕作条件改善事業負担金に係るご質問でございます。
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今年度の事業ということでございます。県営農地整備事業（天竜川

下流用水一宮）負担金の令和３年度事業の総事業費につきましては、

105,000千円を予定しております。事業内容といたしましては、用

水管路工事、パイプラインの工事ですが、これが1,000メートル。

舗装復旧工、これは令和２年度に行ったところの舗装復旧工を、80

0メートル。給水管、パイプ内の水の出口、その更新を40箇所。測

量設計として、水管橋、橋にちょっとパイプ等が掛かっているとこ

ろがございますので、そこの測量設計一箇所を予定しております。

次に、県営農地耕作条件改善事業負担金についてでございます。

令和３年度事業ということで、令和３年度の全体事業費といたしま

しては、75,000千円を予定しております。事業内容といたしまして

は、暗渠排水の整備を18.5ヘクタールを予定しております。

次に、同じページ１２５ページの、農村地域防災減災事業、農業

水路等長寿命化防災減災事業ため池ハザードマップ作成委託料に係

るご質問でございます。これにつきましては、森町の防災重点ため

池９箇所にかかるハザードマップの作成でございます。対象となる

ため池といたしましては、薄場の昭和新池。大上の大池。大門の西

金谷池。宮代東の宮ノ谷上池下池、これはひとつ、親子池ですので

セットです。五つ目として、一宮大久保の水戸ヶ谷池。六つ目とい

たしまして、米倉の昭和新池。七つ目といたしまして、南戸綿の善

正庵池。八つ目といたしまして、北戸綿の大沢の上池下池、これも

親子池で、一つのセットでハザードマップを作成します。下飯田の

天ノヶ谷池を合わせて、９箇所にかかるハザードマップを作成いた

します。

ため池については、一定程度までハザードマップ等の案は出来て

おりますが、今回国が求めるハザードマップについては、浸水がし

て、ため池が決壊して、浸水が想定される時間を明示しなさいとい

うことになっております。それを再度委託に出して時間を出してい

ただいて、その時間が入ったハザードマップを、今申し上げた意見

を池の浸水が予想される地区の町内会に行きまして、説明をさせて
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いただく予定となっております。ご質問にありました、今年度行っ

ているため池、団体営のため池調査委託料５箇所を、今それこそ実

施して報告が出つつあります。これについては、どういった調査か

といいますと、地震の際に強度がどれだけかというのを調べており

ます。その結果によって、じゃあ細部の強度を強くする工事が必要

なのかというのを、今委託会社にお願いして、出していただいてい

るところでございます。結局水を使わなくなってから調査しなきゃ

いけないので、秋以降になりますので、ちょっと急いで行っており

ますけども、そういった状況になっております。今申し上げました

ため池の調査委託料については、令和３年度についても残りがある

んですけども、それについては、２年度は町で補助をもらってやっ

たのですが、残りの分については、県が一つの地域としてまとめて

県が行うようになってます。そこは国の全体の、ちょっと制度設計

が変わりましたので、そういった形になっておりますが、やる調査

内容は一緒でございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）しばらく休憩します。

（ 午後 ２時５９分 ～ 午後 ３時０９分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）再質問をさせていただきます。まず、個人

番号カードの関係ですけれども、普及率が23.06パーセントという

ことで、昨年確認した時には12パーセント程度だったかと思います

ので、この１年間で約10パーセント増えたということになるかと思

います。そこで、せっかく会計年度任用職員も１名置いていますし、

ぜひ普及を進めていただきたいという中で、マイナポイントという

上限5,000円ですか。そういう制度もございます。その辺の期限が

あるのかどうかということと、今後もう少し、いろいろマイナンバ

ーカードを取得することによって、私も税金の申告はｅ－Ｔａｘで

直接送信して、すぐ返還金が２月１６日くらいには、もう来ました。

通常の申告よりも早く。ですので、非常に効果もあるのかなという
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ことで、そういうメリットを、もう少し広報でも進めていったらど

うかなということと、今後の取組みについて、もう一度再確認をさ

せていただきたいと思います。

それから、先ほどの１２４ページ、昨年度計上しました団体営農

村地域防災減災事業ため池調査というのが５箇所あったと。確か予

算規模としては30,000千円。ですから、本年度事業を昨年度と言っ

てしまいましたけども、本年度事業として3,000万円程度の予算が

計上されていたと。これについては、池自体の堤体の安全性を確認

するということで、今回の予算はあくまでもハザードマップ、池が

溢れた場合にどのような形に水没するか、という調査だということ

がよく分かりました。そこで、関連として令和２年度、前年度予算

で計上した60,000千円の関係が、いつ頃、成果品として出るのか。

それから、今後ため池として補修をしなければならないような物件

もあるのかどうかという点について、よければお答えをいただきた

いと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）富田住民生活課長。

住民生活 （ 富田 正治 君 ）住民生活課長です。ただいまの中根議員

課 長 のご質問にお答えします。まず初めのマイナポイントの関連ですが、

こちらにつきましては、３月中にマイナンバーカードを申請した者

に対して、ポイントが付くということになります。ですので、もう

あと数日しかございませんので、回覧等では締切り間近という広報

はさせていただいております。利用は９月末までという形になって

おります。

続いて、利用拡大の例えばメリットについてですが、今年の３月

から一応テスト的に、まず保険証機能も若干付くような形になって

います。このあと４月以降に、保険証機能を付加した形でマイナン

バーカードを利用することが可能になってくると。ただ、これにつ

いては病院側の体制もありますので、全ての病院で使えるという訳

ではございませんが、その辺の広報もしていきたいと考えておりま

す。
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その他の電子申請につきましては、大変申し訳ありませんが今後

の検討課題とさせていただきたいと思っております。出来次第、住

民の方には広報して参りたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。中根幸男議員の、ため池に

係る再質問にお答え申し上げます。今議員からご発言があったよう

に、ため池に関しては、来年度の予算で計上させていただいてるた

め池ハザードマップの関係については、今ご発言があったとおりで

ございます。今年度の事業の成果ということで、先ほども申し上げ

ましたように、秋以降しか調査に入れませんので、まだ成果物とし

ては、きれいなものが手元に届いている訳ではございません。担当

から聞き取る感じ、また、担当が委託業者から聞き取る感じでは、

やはりため池も年数が経っており、その後それぞれしっかり手当を

してるかと言うと、そういうことでもございません。全てがよろし

い結果かどうかというのは、ちょっとそうじゃないところもあるよ

うな感触でございます。そういった場合については、そういった結

果が出れば、そのための措置について必要になってくるかと思われ

ます。それについても、一応今のところは国の手当が付く予定でご

ざいますので、そういった結果が出れば、また予算として、議会の

皆さんの理解を得ながら計上して、対応していくこともあろうかと

考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）数点お聞きいたします。まずは、６４・６

５ページ、２項５目、0001。先ほど出口議員が質問いたしました、

森町新婚さん応援金でございます。ふるさと応援基金から繰出すと

いうことで、50組、更に30万円という根拠は分かりました。それで、

もう一点。私は条件として、森町に１年以上住み続けることが条件

という中で、アパートと持ち家の新婚さんで同じというのが、少し

どうかと思ったところです。持ち家の方は、固定資産も払ったりし

てくれますよね。それで、アパートの方は住んでもらえるというこ
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とはいいですけども、１年同じ条件だということで、その辺はどう

かと思う訳ですが、これを１年としたところは、どのようなところ

から１年としたのか。

それから、そのページで0002の地域おこし協力隊活動事業。先ほ

どもいろいろ答弁がありましたけども、なかなか隊員の活動状況を

回覧とかそういうもので出していますと言いますけど、分からない

というのは、何回も私も議会の中で言ってきました。ぜひ新しく隊

員になる方、また、今現在やられてる方も、今年はこういうテーマ

でやるんだよと。自分で。先ほども課長から答弁があったように、

自分で考えてもらってやってもらう、というのが基本だとおっしゃ

ってましたので、そこら辺が分かるような計画、こういう計画でや

りますとか、そういったものが出されると、非常に私たちもこの活

動をしてくれるのだなと思うのですけども、そこら辺を出してもら

えるのかどうかをお聞きします。

それから、１２０・１２１ページの１項３目１８節、補助金。こ

れは茶業振興会への補助金ということで、今年は昨年よりもちょっ

と増額になっていますが、茶業史編さんにかかる費用と聞いていま

す。先ほども補正で結いまーるさんのことがかなり質問されました

が、茶生産者や荒茶生産において、価格の下落が近年非常に大きい

ということで、厳しい経営が続きます。以前もちょっと聞いたと思

いますが、この茶業振興会の補助金の、協議会としての生産者への

支援というのは、協議会のこの補助金の中であるのかどうかをお聞

きします。

それから、１３２・１３３ページの、１項１目１８節、0003新型

コロナウイルス対策経費。利子補給ということで、中小零細企業の

皆さんの利子補給ということですが、２年度の補正でも、利子補給

の予算を出されたと思いますけども、実績はまだ確定はしてないか

もしれませんが、実績はどのように出ておりますでしょうか。

それから、１３４・１３５ページの、１項３目、0005新たな魅力

発信事業ということで、今回は市町村振興基金からの補助金のよう



- 76 -

であります。昨年でしたか、ふるさと納税基金からも持ち出してい

ます。この事業に関しては、以前の議会のときになかなか費用対効

果が定かでないという答弁がございました。市町村振興基金からも

らえる補助金といってしまうとあれかもしれませんが、もらえる補

助金ならもらってやっていこうと、ちょっと思えてしまうのです。

このコモコモの事業というのが、もう既に3,300万円以上を使って

います。それから今回4,500千円ですので、4,000万円近くになって

しまいますけども、どうかなと思いますがいかがでしょうか。

最後に、１４２・１４３ページの、２項４目２１節、新田赤松線。

今回63,500千円。前年が35,000千円。地元の理解はできたと考えて

良いでしょうか。また、全体計画では予算の総額はいくらと見てい

るのか。事業の完成はいつと見ているのか。教えてください。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小澤定住推進課長。

定住推進 （ 小澤 幸廣 君 ）定住推進課長です。西田議員のご質問に

課 長 お答えします。まず一点目の住もうよ森町新婚さん応援金について、

１年以上という縛りの中で、アパートと持ち家への補助金が同じな

のはどうなのかというご質問でございます。今回その30万円という

中で補助対象というのも、住居の取得費、住居の賃借料、リフォー

ムとか増改築費、引っ越し費用、家具家電代、車両購入経費、車両

リース代と、さまざまな幅広い要件を設けております。そんな中で、

住居の取得と賃借料でいろいろ負担は違いますけども、それぞれち

ょっと補助金を分けるということも、なかなか分かりにくいという

こともございます。また、お祝い金という要素もございます。そん

な中で一律に30万円ということで、制度設計をいたしました。

二点目の協力隊についてですが、テーマの情報発信が非常に分か

りにくいと。今までも活動内容が分かりにくいというようなご指摘

をいただいておりますが、テーマ、計画について、その辺を事前に

知らせることはできないか、というようなご質問かと思います。そ

れぞれ先ほどご説明したように協力隊につきましては、大きなテー

マというのを設定をしまして、募集をかけております。それに沿っ
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て、協力隊のそれぞれ個々でそれぞれの活動を計画して、活動して

いくということでございますが、全体１年計画という感じではなく、

また、大きな個々の将来の起業にかかるような活動ということは行

なっていますが、協力隊の計画については、毎月担当の方で前の月

の実績とその翌月の計画ということで、２回打ち合わせを行ってい

ます。そんな中で、その都度その月ごとにいろいろ計画を立てて行

なっておりますので、なかなか年間の計画ということで、事前に示

せるということではございません。今までも協力隊の活動というの

は、回覧・広報等でお知らせをいたしましたが、なるべくそういっ

た情報発信を、これからも回覧等によって町民の皆様にお示しをし

て見ていただくというように今後も考えておりますが、西田議員の

ご意見を参考に、今後どのような情報発信をしていったらいいかと

いうことも、今後検討していきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。西田議員のご質問にお答え

いたします。まず、一点目。１１９・１２０ページの茶業振興協議

会にかかるご質問でございます。この中で、生産者に対応する事業

があるかということでございます。茶業振興協議会の中には、ご案

内のように商業部・生産部等々ございます。その中で、生産部の補

助金として、この中で90万円。産地育成費として20万円。全国品評

会等対策で10万円。森の茶研究部補助金15万円等々の予算の予定を

させていただいているところでございます。

茶業史編さんについては、この中で、要は謝礼等、編さん誌を書

いていただく方への謝礼等で190万円ほどを予定しております。ご

質問のありました生産者への支援ということで、茶業振興協議会の

中での予算の組立てとすると、今申し上げたとおりでございます。

今年度の一般会計は通っておりませんが、茶業振興協議会の事業と

して、国の10分の10の補助事業。直接町の一般会計を通らない事業

として、茶業振興協議会の事業として、令和２年度で約4,800万円

の国費10分の10を使って、北海道森町の小中学校へのお茶のティー
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パックの贈呈。あとは北海道、札幌含めた南部地域、北海道森町を

含むところにＪＰのサンプリング、郵便局に来た方々に、森の茶を

宣伝するために渡す事業をやらせていただきました。と申しますの

はご案内のように、コロナ禍でやはり茶商さんの在庫があるよと。

それで在庫をはかない限り、生産者が頑張って作ってもなかなか買

っていただけないというところがあります。そこを上手く、今後の

新しい事業先というのも踏まえて、北海道はあまり緑茶を飲まれな

いので、そういったところも含めて。当然姉妹都市ということもご

ざいますので、北海道森町を中心にそういう事業を組み立てて、国

のお金10分の10使わせていただいて、やらさせていただいておりま

す。その結果、やはり茶商さん、農協さん等からお聞きしても、在

庫はうまくある程度は調整したよと。厳しい状況ですから全てが素

晴らしいという訳ではございませんけれども、近隣の市町の中でも、

かなりの交付金をなんとか確保させていただいて、生産者が買って

いただくような、茶商さんに、というところは努力させていただい

たところでございます。生産者に対する支援というのは、茶業振興

協議会を通じるというのもございますけども、私どもも議員からご

質問があったように、近年茶園に関してなかなか基盤整備なり手当

ができなかったものですから、今年度は調査費、先ほどの農地整備

のところで、予算書の１２５ページの県営事業負担金の県単独農業

農村整備事業調査費負担金がございますけども、これは県に調査を

してもらいます。これは、次の国の事業に繋がるようなものの調査

を、県と町で半分負担しあいながら行う事業でございます。この中

で、一定程度のまとまりのある茶園にかかる農道もかなり傷んでき

ていますので、それこそ機械で、乗用で刈らないとコストもかかり

ます。そういったことがしにくいところがあるということで、少し

でも手当ができないかということで、中遠農林事務所と話合いをい

たしまして、地元と話合いまして、そういったところをやはり手当

てしていきたいということで、調査事業を行わせていただいており

ます。県もやはり、お茶に関しては日本一の静岡というのは譲りた
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くないという強い思いがございますので、予算の手当てもある程度

していただくのではないかと思っておりますので、生産者に関して

はそういったところでも支援をしていきたいと考えております。

二点目の１３２・１３３ページの新型コロナウイルス対策融資制

度利子補給金で、13,000千円ほどの予算を要求させていただいてお

ります。これに関しましてはご発言あったように、昨年度制度設計

をいたしまして、利子を県と協調して補助させていただくことによ

って、借りる方の利子をなくしましょうというものでございます。

これについては、３年間を予定しております。令和３年度につきま

しては今年度が初めとすると、２年目の利子補給ということになり

ます。現状今年度は半期ずつでお支払いしますので、４月から９月

まで、１０月に約400万円ほどの利子補給をさせていただいており

ます。３月までで、まだ下期については出てきておりませんが、概

ね令和２年度については、1,000万強の決算になるかと思っており

ます。対象の事業者とすると３３社ございます。ですので、令和３

年度についても予算をお認めいただいて支援をしていきたいと思っ

ております。これに関しては、地方の交付金が充当できるようにな

ろうかと思いますので、そういった形で考えております。

最後に、新たな魅力創出発信事業委託料ということでございます。

先ほど西田議員からご発言があったように、この財源としては400

万円ほどの市町村振興協会のお金をいただいて行いたいと。残りの

50万円につきましては、ふるさと納税を充当させていただいて事業

を実施していきたいと考えております。事業内容といたしますと、

今年度も同様な形で考えておりましたけども、なかなかコロナの関

係で、行政が主体となってスタンプラリーするというなかなかそう

いう状況にはならなかったので、一応それができる準備まではしっ

かり整えておりますけども、来年度については実施に移って参りた

いと思っております。内容といたしましては、スマートフォンのア

プリを活用した町全体を周遊するスタンプラリーを行いたいと思っ

ております。それとともに、コモコモを活用したＰＲ事業というこ
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とで、キャラクターを活用したデザイン提案やグッズ等の制作を図

ってまいりたいと思っております。議員からご発言があったように、

これについては振興協会の地域づくり推進助成事業ということで、

その中に対象事業の定義といたしまして、交流・定住人口拡大促進

事業というメニューがございます。それについては、一市町あたり

450万円を限度としております。その事業についてそういったメニ

ューがあるということもあり、また、シティプロモーションについ

ては継続的に行っていくことも重要だと考えておりますので、そう

いった財源を有効に使いながら活用してシティプロモーションとい

うことで、森町の魅力を発信していきたいと考えております。なお、

450万円のうちのあと50万円の財源についても、広域的に使える、

また違うメニューがございまして、遠州観光ネットワーク協議会と

いうところでその財源を各市町が出し合って、広域的な観光の進行

をしているところでございますので、450万円の財源を有効に使わ

せていただいて、こういった事業の展開にしていきたいと考えてお

ります。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）中村建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。西田議員のご質問でござい

ますが、１４２・１４３ページの、下から２段目ほどの0004交通安

全対策事業（森・天宮地区）、新田赤松線の事業についてのご質問

でございます。ご質問三点ほどあったと思いますが、まず一点目。

地元の理解は得られているのかというご質問だったと思います。こ

の新田赤松線の今、計画している路線につきましては、全延長で83

0メートルほどあります。少し距離が長いので、事業としては一工

区、二工区と分けて施工するというような計画をしております。ま

ずは一工区、場所で言いますと、天宮区画の南端から森小学校の正

門辺り、これを一工区として整備をまずは今年度から着手するとい

うことで進んでおります。この一工区につきましては、地権者等に

は訪問等いたしまして、承諾書といいますか、確認書という形で事

業への同意を得ながら進めているところでございますけれども、一
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工区の中でも、やはりまだ確認書をいただいていない地権者は二人

ほどおります。率で言いますと、９割方はいただいておるところで

ありまして、今後令和３年度以降進める箇所については、同意が得

られているというような認識をしております。また、二工区含めて

全体的な印象としましては、地権者の方等とお話しする中では、７

割から８割くらいは同意が得られているんじゃないかというような

理解をしております。事業を進めるうえでは地元の協力というのは

一番大事なことですので、この辺は今後も粘り強く交渉なりしまし

て、しっかり説明して進めてまいりたいと思っております。

それから、事業費についてのご質問でありますが、ただいまちょ

うど詳細設計をしている最中ということで、詳細な積算はまだでき

ていないような状況でございます。以前、一般質問等で概算事業費

についてお尋ねがあった中でお答えしている数字としては、全て工

事費、用地費、物件の保証費、その他設計費等諸々含めて、18から

19億というような金額でお答えさせてもらっていると思いますけれ

ども、これは今後、詳細な設計ができた時点でまた再積算するとい

うことでございますので、これを上回らないというような印象では

いますけれども、今後この詳細設計によりまして、詳しい金額が出

てきますので、そうした時点で、また回答させていただきたいと思

います。令和３年から、今年度令和２年度は、防災安全交付金の通

学路安全対策というような国のメニューによりまして、事業を進め

させてもらっておりますけども、来年度令和３年度から、個別補助

事業に切り替えて進めようということで動いております。これは、

今後交付金事業が縮小していくのではないかというような情報もあ

り、今後新田赤松線工事に本格的に入りますと、事業費もなかなか

伸びてくるというような中で国からの助言もありました。個別補助

に切り替えて財源を確保した方が町としても有利じゃないか、とい

うようなアドバイスをいただいた中で、こういうことで切り替えを

して進めていきたいということで考えております。このような形で、

財源的にも事業費は大きいですけれども、財源的にはしっかり検討
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した中でなるべく財政に負担のかからないような形で進めたいとい

うことで考えております。

次に、三点目の事業期間はどうかというようなお話でございまし

た。先ほどご説明したとおり、830メートルを約２分の１に割りま

して実施していくという計画でおりますけれども、大体一工区あた

り５年を想定しております。まず、天宮区画から森小学校の正門付

近まで、５年ほどを見込んでおります。その後、二工区に着手しま

して、ここは少し家の建ち並び等も多いということで、延長的にも

少し長いですけれども、二工区につきましては、５年ないしは１０

年くらいかかるのではないかという想定をしております。一工区二

工区合わせまして、１０年から１５年というような見込みをしてお

ります。いずれにしましても、町として重要な路線事業ということ

で取り組んでおりますので、ご理解をお願いしたいと思います。以

上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）新婚さん応援金なのですが、先ほど課長は

出産祝い金と同じでお祝いだとおっしゃいました。それではやはり

ちょっと考え方が違うのではないか。本当に森町に住んでもらうと

いう気持ちを、もっと出してもらいたいと思います。答弁の中に１

年とした理由というのが、ちょっと答弁になかったように思います

が、もう一度お願いいたします。

それから、地域おこし協力隊は、やはり隊員が私はこれをやりま

すと、そういった計画くらいは持ってやらないと。これをやりまし

たって結果を出す。それで、これはこうだというのでは、やはりそ

の人のやる気というか、そういうものが伝わらないように思うので

す。自分で計画をこれでやります、森町に来て地域を応援しますと

いうことでやるのなら、私はこれをやりますからというくらいの気

持ちがないと、ちょっと困るなと思う訳ですがどうでしょう。

また、新たな魅力発信事業に関しては、スタンプラリーはもうこ

れだけのお金をかけているので、これ以上また1,000万円2,000万円
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をかけるには、本当に怒れてしまう訳ですけども、スタンプラリー

をやって、達成者に何かお祝いのようなものがあるというのも、お

子さんなら見て喜ぶと思うし、大人の方でも若い人たちもそういっ

た物があれば喜ぶんじゃないかと思うですが、そういったことは考

えられるのでしょうか。

新田赤松線に関しては、新田赤松って名前がついてるのに、赤松

の方は何もやらへんだら、という町民の方がおられました。全然関

係ないじゃないかと、何で必要だ、という人がおられました。路線

名だから、と言ったのですが、一応天宮団地から役場の方へという

ことで説明はしましたが、これは答弁は結構ですけど、こういう声

もあったということでお伝えします。それでは、三点ほど答弁をお

願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小澤定住推進課長。

定住推進 （ 小澤 幸廣 君 ）定住推進課長です。ただいまの西田議員

課 長 のご質問にお答えします。先ほどの答弁の中で、応援金といったこ

とはどういうことか、というご質問でございます。当然目的としま

しては定住人口というものを増加する、人口の流出防止を図るとい

うことを目的としております。大きな目的としてはそのようなこと

で、住宅取得とか賃貸とか、それぞれの負担によって補助金を変え

るということはどうか、ということに対してそういったお祝い金の

要素を含んだという答弁をいたしましたが、決してそうではなくて、

定住の推進ということを目的としておりますので、そこはそのよう

な目的ということでご理解いただきたいと思います。

また、地域おこし協力隊の計画というご質問でございますが、当

然応募をして、委嘱を受けるというときには、個人の活動の計画と

いうものは持って応募してきますので、個々の活動計画というもの

はございます。ただ、地域おこし協力隊というのは、その地域の協

力活動ということではっきりしたノルマというものがございませ

ん。その地域との協力活動に対しての活動費を支出するというよう

なことで行われている事業ですので、１年間でやりたいことという
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のはそれぞれ持っております。ただ、それを先にお示しするという

ことについては、ここまでやったから実績としてちゃんとできまし

たよというようなことではなく、こういうことをやっていきたいと

いうようなお知らせというのは、当然回覧等でお示しはできるもの

ですから、その辺は出していきたいと思いますけども、はっきりと

したノルマがないということは、ご理解いただきたいということで

ございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。新たな魅力創出発信事業に

係る再度のご質問でございます。それこそスタンプラリーというこ

とで、キーポイントはデジタルスタンプラリーということで、やは

りコロナ禍の中で接触しない、非接触型のスタンプラリーというと

ころもポイントでございます。ご質問にあったように、何個集めた

よ何個以上集めたよという方には、スタンプラリーでございますの

で、喜んでいただけるようなものは検討していきたいと考えており

ます。また、その仕掛けとして、最終的にアクティに来ていただい

てそこで交換していただくとか、そういったことも今後検討してい

きたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小澤定住推進課長。

定住推進 （ 小澤 幸廣 君 ）定住推進課長です。先ほど西田議員の質

課 長 問に対して答弁漏れがありましたので、答弁をいたします。住もう

よ森町新婚さん応援金について、１年以上という縛りについてどの

ような考えでというご質問だと思います。先ほど、出口議員のご質

問のときに答弁をいたしました内容と重なってしまいますが、特に

町の現状として婚姻後の転出をされる方、婚姻後すぐに町外へ出ら

れてしまうという、その婚姻後の住居決定のタイミングにおいての

人口流出防止を図る。そういうことで、１年という期間で設定をし

たということで、先ほども申し上げましたように、それが３年がい

いのか５年がいいのかという議論もあるかと思いますが、まず森町

に居住していただく、そして住みやすさを実感していただくという
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ことで、１年以上と決めさせていただきました。その検証というこ

とで、将来的に件数を見て、また検証していきたいということで、

ご理解をいただきたいと思います。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）しばらく休憩をいたします。

（ 午後 ３時５３分 ～ 午後 ４時０４分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）９番、鈴木です。第二常任委員会に所属し

ております。残り物には福があると言われているんですけど、どう

も福を皆さんに拾われちゃったみたいで、草むらの中に投げもちが

３つ４つ落ちていたものですから拾ってそれを質問したいと、その

ように思っております。

まず４５ページの、ちょっと小さな質問ですが、顧問弁護士謝礼

というのは、今年度このような案件があったのか、説明願いたいと

思います。

それと、５３ページの一番下の総務課の自動車管理費というとこ

ろですけど、ここ二、三日の間ちょっと役場所有の古い軽自動車を

私は見たのですけど、これがもうそれこそ私も古いものが好きとい

うか、傷ものとか汚れたものを遠慮なく乗っているわけですけど。

一つ軽自動車があって、それこそ私のよりもはるかに汚いというか、

行政に使う車としては見苦しいのじゃないかと思いますので、その

点交換する必要があるかどうかをちょっとお願いします。

それと、７３ページ、そして７５ページの総務課の担当の衆議院

議員総選挙費の金額が、衆議院の方が14,010千円。だけど、県知事

選は9,200千円ということで500万円くらいの差があるわけですけ

ど、衆議院議員の場合は、諸備品購入費3,850千円、これが県知事

には無いと。その差額が出てるのじゃないかと思うのですけど、そ

れはどのような具合でしょうか。ちょっと教えていただきたいと思

います。

それと、１６７ページのちょうど真ん中辺からちょっと上に、樹
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木伐採等手数料って、これ小学校の植木の管理費だと思うのですけ

ど、これの明細を、どこの小学校がいくらで、という明細を教えて

いただきたいと思います。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。ただいまの鈴木托治議員の

ご質問にお答えをいたします。まず最初に、４４・４５ページの顧

問弁護士の謝礼でございますけども、これにつきましては、本年度

につきましては途中でございますので、令和元年度で申し上げます

と、相談案件数が３件、それから回数として７件というような回数

となっております。これにつきましては、行政実務をやっていく中

で町の対応方針が正しいかどうか。また、考え方はどうかというよ

うなところで、相談をさせていただいております。具体的な内容に

つきましては、個々にそれぞれ相談、案件が発生するというところ

の、担当課で相談をしていただいておりますので、これにつきまし

ては、町の総務課が代表して顧問弁護士と顧問契約を締結して、い

つでも相談できる体制を整えておくということでやっている金額で

ございます。

続きまして、５３・５４ページの自動車の管理費の件でございま

すけども、町の庁用車の管理につきましては、基本的には購入後１

７年程度を目安に更新をしていっているというところでございます

ので、これにつきましては計画的に更新をしているところでござい

ます。

続きまして、選挙の関係でございますけども、７２・７３ページ

の衆議院総選挙費。それから７４・７５ページの静岡県知事選挙費

ということでございますけども、これにつきましては、特に庁用器

具費というところの諸備品購入のところが、衆議院議員選挙費には

計上されている訳でございます。それにつきましては投票用紙の読

取り機の分類機であるとか、投票用紙の専用の計数機等の購入とな

っております。また、衆議院選挙費につきましては、当然衆議院は

期日前投票等、告示から日にちが長いというところもありますので、
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そういったところで期日前投票の人件費であるとか、諸々の費用が

県知事選挙よりもかかっています。また、投票につきましても、選

出の具合で比例と小選挙区等そういった選挙の、あと国民審査もあ

りますので、そういったところで３つの投票等がありますので、先

ほども申し上げましたけども、かかる人工も多いというようなとこ

ろで、全体的に事業費が県知事選よりも増えていくということでご

ざいます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）塩澤学校教育課長。

学校教育 （ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。ただいまの鈴木議員の

課 長 ご質問四点目にお答えいたします。資料の１６７ページ、１０款２

項１目、学校管理費の中段ほどの、樹木伐採等手数料の内訳でござ

います。こちらの内容といたしましては、無指定、学校の樹木の繁

茂状況に応じまして必要に応じて行う金額が毎年20万円あります。

それ以外に具体的な対象として想定しておりますのが、天方小学校

の支障木、統合をします天方小学校の支障木として15万4,000円。

また、天方小学校の敷地内の清掃手数料。これは、敷地内の雑草対

応でございます。それを年３回想定いたしまして、54万9,000円。

三倉小学校におきましても、樹木伐採手数料の支障木の処理としま

して、38万5,000円。同じく三倉小学校の施設内の手数料、年３回

の除草を想定しまして、40万5,000円。これらを合わせまして、149

万3,000円となります。それ以外に、一番初めに申し上げました無

指定の20万円。また、森小学校の正面入り口の松の植栽を合わせま

して、205万8,000円となります。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）二点目の車両の件ですけど、この車両は存

在そのものをご存知でしょうか。ちょっともし知っていましたら、

どの課がどうやって持っているかということで、ちょっと教えてい

ただきたいと思います。

それと、選挙が７月４日の方が早く、１０月２１日が衆議院選挙

なのですけど、読み取り機等を買うならば早く準備しておいた方が
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いいじゃないかと思いますけど、その点はどんなものでしょう。

それと、三点目の小学校の樹木の剪定ですけど、これ飯田小学校

は、後援会費を使ってやっているのです。他の学校の場合は、町の

予算でやっていると。これには前から私は非常に矛盾があると思っ

て、私は何回もこの質問をしてるんですよ。これ、公平じゃないで

すよ。宮園、あるいは飯田小学校の場合は後援会費でやる。だけど

そうじゃないところは、公金でやると。そこらの不公平があって、

どのように今後解決していくか。あるいは、後援会費を今後どのよ

うにして解消していったらどうかという、そういう答えが、もしも

持論をもっていたら説明をお願いします。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。鈴木托治議員のご質問にお

答えをいたします。鈴木議員のおっしゃる車両でございますけども、

軽トラックというようなところで、こちらの把握で申し上げますと、

平成１１年登録というようなところかと想定をいたします。ただ、

やはり軽トラックで使用頻度が普通の車に比べて激しいものですか

ら、これにつきましては、やはり老朽化といいますか、使用頻度に

応じての古くなってきているのかと思っております。

それから二点目の選挙の読取り機関係につきましては、これにつ

きましては、既存の読取り機があるわけでございますけども、やは

りそれぞれメンテナンスをして使ってはいるわけでございますけど

も、そういった選挙を機に更新をしていくというようなところでご

ざいます。これにつきましては、衆議院議員選挙費で更新をしてい

くということでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）塩澤学校教育課長。

学校教育 （ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。ただいまの鈴木議員の

課 長 再質問にお答えいたします。学校の樹木伐採等につきましては、毎

年学校要望で状況を確認して、対応をしております。小学校につき

ましては、来年度の学校統合を控えまして、三倉・天方小学校の対

応を中心に行いますし、中学においてもやはり泉陽中学校の対応が
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ある。幼稚園については、飯田幼稚園の処理というのを計画してお

ります。なかなか毎年一斉に手を入れるというのは金額的にも難し

いものですから、その年の状況に応じて必要なところを予算化して

実施しているというような状況であります。また、それぞれの地域

におきまして賛助会費でありますとか振興会費でご協力いただいて

いるということはご承知のとおりですけれども、直接そちらの取組

みにつきましては、町の教育委員会としては分かりません。ただ、

取組みについてご協力いただいているということで非常にありがた

いなと感謝しております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）１７年を目安として中古軽自動車を乗って

いると。だけど、今乗っているのは建設課の方の名前を言っても別

に支障ないと思いますが、倉嶋さんがよく二回ほど乗っているのを

見まして。私はこの車が本当に行政の車としていいのかなと。エン

ジンはいいかもしれないけど、見かけがもの凄い悪いんですよ、本

当に。どこかから拾ってきたような車に見えますよ。そこらはやは

り年数とかではなくて、行政は行政としてのプライドがあるもので

すから、そこらは直していかないと。なんだ森の役場はこんな車で

仕事しているのかって。そういうような目で見られるということも

あるものですから、そこら辺は十分検討するべきだと私は思います。

その点をお願いしたいと思います。

それと、天方小あるいは三倉小の樹木剪定等が非常に大きいわけ

ですけども、これから何年もまた学校の使い道が決まらない間は、

ずっとそのお金が毎年のようにかかってくるという。毎年とかじゃ

ないかもしれないけど、１年２年後に一遍か知らないけど、そうい

うお金がかかってくるということではないかと思いますけど、その

辺の点を分かりましたら、お願いします。

そして先ほど言った後援会費は、これは何としてもちょっと解決

してもらいたいんですよ、早く。こういう不公平ができる前に。そ

の使い道について、非常に昔の人に戻したらいいって言っても、昔
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の人は立ち替わっているものですから。平等に、今あるお金を。結

構な金額なのですよ。でも、返す訳にはいかないと思うけど、これ

らの使い道をやはりしっかりやってもらわない限りは、行政として

の平等性というものに非常に私は欠けると思います。そういう意味

で、飯田小あるいは旭が丘中学の後援会費をどのように処分し、ど

のように解決するか。この点をやはり早めに行政として出す必要が

あるんじゃないかなとこのように思っておりますので、その点しっ

かりした回答を出していただきたいと。このように思っている訳で

あります。

私も、今日はそれこそ１２年間の最後の質問にするつもりでおり

ますので、それこそ１２年間恥をかきながらも、本当に皆さんに鍛

えられながら、非常に１２年間やっとやってこれまして。私はこれ

が本当の議会における最後の質問にしたいと思っております。なっ

た頃はもう少し髪の毛があったかもしれませんけど、段々減ってき

ましてですね、いろいろお世話になりました。これからも皆さんが

一生懸命協力して、町のために頑張っていただきたいと思います。

ありがとうございました。回答をお願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。ただいまの鈴木托治議員の

ご質問にお答えをいたします。車両の更新につきましては、先ほど

１７年が基本というようなことでございますけども、やはり当然故

障等はあったりして、命に関わることでございますから、車両の状

況等を見て、更新すべきときは更新をしていくというようなことで

やって参りたいと思います。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）塩澤学校教育課長。

学校教育 （ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。ただいまの鈴木議員の

課 長 再質問にお答えいたします。今後の学校の樹木の管理につきまして

でございます。実際、今年度令和２年度ですけれども、泉陽中学校

が閉校いたしまして、その管理として草刈り２回ということで予定

を予算化させていただいておりました。それで、１年間管理する中
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で草刈りは勿論ですけども、周囲にある木が大分大きくなって、電

線であるとか電話線等々にかかっているというような指摘。あと、

歩道へ張り出している状況も確認する中で、更に来年度以降は高木

の伐採も含めて管理する必要があろうということで、今年度更に令

和２年にまわして、予算化をさせていただいております。令和３年

度の予算で対応する木というのは、当面必要であろうという木を剪

定して伐採の対象として計画しておりますので、その木につきまし

ては当面の間はもう対応はいらないかなと。それ以外の木がまた必

要になってくる可能性もありますし、また、敷地内の雑草といいま

すか、草刈りについては恒常的に毎年費用が必要になってくるであ

ろうと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）教育長、比奈地敏彦君。

教 育 長 （ 比奈地敏彦 君 ）托治議員の最後の公金の問題等について

ですけど、基本的なスタンスとして、その答えを教育委員会として

答えるという部分については、私としては今のところはいかがなも

のかと考えます。托治議員に再三、数年来いろんなところでお話を

していただいていることと同時に、そのときにお話ししている答え

としては、お金そのものが、宮園にしても飯田小にしても旭が丘に

しても、地域の皆さんがおらが学校のために集めた、何とかしてく

れよというような、地域のあれとして集めていただいた大切なお金

ですよね。不公平感が生まれるという部分については、基本的に公

的なものについては、全て例えばどこかが壊れた、どこかがなった

ときには、やはり学校としては基本的に町の預かったお金を有効利

用していくというのが筋なのですけども、そうすると基本的な問題

が、じゃあこのお金をいつどうやって使っていったらいいのかとい

う部分が、今まで貯まりに貯まったお金として使い道がいかがなも

のかというところで、そちらの方からも話題になったり疑問に思っ

ているところでございます。

私たちとすると、初めからそこで頼っているわけではございませ

ん。ある程度、先ほど言いましたとおり、学校として教育委員会と
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してやるべきことはやらなければならないですけども、でもそのお

金を、要するにその学校にしかないお金だとすると、地域や保護者

が子ども達のために、ある程度使える友好的な手段があるのだった

ら、そこは目をつむるということはおかしいですけども、今までの

流れの中では許可をさせていただいております。ですので、貯まっ

ているお金をどうしたらよいか町として白黒はっきりしてくれ、と

いう部分については、私としては私的な意見を踏まえると、まずは

そういうお金があるという地域の中で集まったお金ですので、地域

の皆さまからいろいろな話をしていただいて、そこに話の中での成

り行きで、学校サイド、教育委員会サイドが入って、どうしましょ

うかという話合いになる部分については前に進むと思うのですけど

も、一度にこちらに来られて町としてそのお金をどうしてくれよ、

というような答えを求められるのは、私の今の段階では難しいかな

と思っております。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に、質疑はありませんか。

３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡戸 章夫 君 ）あと一回質問のチャンスがありますので、

最後の質問とさせていただきます。１３５ページ、７款１項３目１

８節の負担金、補助及び交付金のところですけれども、ページの中

段に太田川漁業協同組合補助金ということで200千円計上されてお

ります。結論から言いますと、この補助金200千円では少ないので

はないかなと感じております。確かに漁協というのは漁業権を元に

漁券を釣り人に販売するという経済活動を行っておりますけれど

も、実際にはそれ以外にもさまざまな社会貢献をされていると思い

ます。例えば鮎とかアマゴの放流の際には、町内の幼稚園とか保育

園とか小学校の児童生徒さんと一緒に自然教育の一環として放流を

やられたり、河川の草刈り、環境美化活動の一つとして草刈りをや

られたり、時にはこのアクティ森で夏に釣り体験などを行って、ア

クティ森の賑わいにも貢献されていたり、また濁水対策への取組み

などについてもご尽力されていると思います。そういったことで、
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自然というのは放っておくのが自然ではなくて、今の我々の生活の

中ではやはり人間が手を加えていかないと、我々にとっての自然と

いうのが保たれていかない状況なのかなと思います。それは、森林

にしても川にしても同じなのかなと思っております。そういった意

味で、循環型社会とも最近言われておりますので、海から水蒸気が

登って雲になって、雲がやがて山に雨を降らせて、その雨が川に流

れて、また川から海に流れるという、こういう自然の循環の中で川

の持つ役割というのは非常に大きいものと感じます。そういった中

で漁協の皆さんもいろいろご努力されていると思いますけれども、

近年はやはり川に魚をあまり見かけることがなくて、魚がいないと

やはり釣り人もだんだん遠のいてしまう。そうしますと、やはりこ

の森町の清流というのが非常に寂しいものになって、遠州の小京都

住む人も訪れる人も心和らぐ町とはいうものの、川にやはり釣り人

が見かけないと、非常にやっぱり寂しい光景なのかなと思います。

そういった意味で、もう少し漁協さんに補助金をアップしてあげた

らどうかという事です。以前には100万円くらい出されていた時も

あったと聞いております。なかなか財源ということになりますとど

こからかということがあろうかと思いますけれども、例えばふるさ

と納税ということもあります。それから、森林環境譲与税というよ

うなものもあります。先ほど自然の循環型の中で、という話をしま

したので、そういった森林環境譲与税の中からも使えるのではない

かなと思います。

それから、アフターコロナの観光対策ということで、新しい生活

様式の中で、外での遊び方を提唱するうえでも、そういったところ

で名目をつけて財源も確保できるのではないかなと思ったりしま

す。確かに基金に積み立てるというのも一つですけれども、やはり

こういった補助金の使い方で、生きたお金を回していくというのも

一つ大事かなと思ったりしております。そこで、この今現在200千

円ですけれども、早急に、また以前のように、できれば100万円に

戻していただくとか、そういったことが可能か当局側の考えをお伺
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いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。岡戸議員のご質問でござい

ます。説明書の１３４・１３５ページの中ほどにある太田川漁業協

同組合補助金に係るご質問でございます。もう少し増額してはどう

か、と言ったところでございます。要は太田川漁業さんのいろいろ

な取組みに対して、どの事業に対してということではなく、その活

動自体全体に対して貢献していただいているということで、これま

で20万円の補助をさせていただいたところでございます。その考え

方といたしまして、いろいろな社会貢献的な取組み、または太田川

の、それこそ清流太田川と呼ばれるような取組みに係る取組み等、

さまざまなご協力いただいていることはそのとおりだと思います。

その考え方としまして、太田川漁業協同組合の例えば増額するとす

るならば、こういった取組みを新たに行うので、その取組み自体が

行政として支援すべきことであるとか、そういったものであるなら

ばそういったことも検討できるのかと思います。

また、財源として森林環境譲与税ということでございましたけれ

ども、確かに地方譲与されるお金でございますが、自主財源として

取り扱えるものとはなっておりますけれども、やはり皆さんからは

今後、まだ集めておりませんけども、国民全体から森林環境譲与税

としていただいて、森林環境のそういった取組みに対して充当して

くださいとご指導があります。そういった中で、太田川漁業協同組

合さんの森林環境譲与税を充当するにふさわしい取組みということ

であれば、充当することは可能となるところでございますけれども、

現在の取組みという形ではなかなかそこは流石に難しいのかなとは

思っています。太田川漁業さんのやっている取組みに関して行政と

して何ができるかといったことに関しては、じゃあ太田川漁業協同

組合さんに補助金を出すこと以外にも、例えば太田川の河川整備な

り何なりということに関しては、うちの建設課、または組合長さん

が本当にご尽力なさって袋井土木に働きかけたり、そういったとこ
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ろでの支援というのも、僕はその太田川漁業協同組合の活動を支援

するにあたっては、効果的な部分もあると思っております。当然、

財政基盤等いろいろ見させていただきながら、事務局長さんとも話

をさせていただきながらご支援をさせていただいているところでご

ざいますので、今後そういった取組みがあって、そこに対して町の

税金を充当、支援するということであれば、そういったことは可能

かと考えておりますが、漁業協同組合さんがやっていること、目的

とされていることを達成するために行政としてやるべき事というの

は、例えばここに補助金を出すことではなくて、太田川に関するい

ろいろな事に対して町ができること。太田川については二級河川で

ございますので、土木が管理してるところでございますので、町と

してきちんと要望していくこと。そういったことを通じて、支援し

ていくことも効果的かなと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

１２番、山本俊康君。

12番議員 （ 山 本 俊 康 君 ）今岡戸議員には大変良い質問をしていただ

きました。ありがとうございました。持ち帰って一生懸命勉強をさ

せていただきます。

私から、前の方から行かせていただきますが、９ページの町税の

中の国有資産等所在市町村交付金が、今回19,855千円。前年より1,

256千円程上がっているわけですが、国有等々の資産で目に見えた

ものがちょっと浮かびませんので、この内容についてお教えをいた

だきたいと思っております。

それから１２５ページ、産業課の農地事業費の中の手数料の中に

ため池草刈り作業手数料379千円が載っておりますが、先ほどもた

め池のことも若干出ましたが、その折に、ため池の今回の調査は１

１池ある中の９池というようなことでしたが、以前平成２５年の時

に一斉点検を実施したときがあるわけですが、そのときにいただい

た森町ため池台帳一覧というのを見ると、ため池が２０池あると一

覧表で載っております。この中には、水田の灌漑用のため池として
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利用されているため池、または、水田の受益面積の無いため池等々

があるわけですが、ここら辺の２０池ある中の、どのため池が草刈

り等々をされるのか。うちの方の善正庵池でいきますと、私たちも

水田の受益者ということで５月のいざらいの時に１回。それから８

月の河川美化の時に１回の年２回大きなぼてを、草刈りをしている

わけですが、他のところというのは草刈りはしていないのか。これ、

ため池は町の持ち物だと思いますが、どういうようなことでこのた

め池の草刈りは今まであったのかなと思ったのですが、この内容に

ついてお教えをいただきたいと思っています。

それから、１４３ページの中段にあります0002県単事業負担金と

して4,000千円で出ていますが、これ県の事業で、どこの部分につ

いて何パーセントの負担金になるのか、教えをいただきたいと思い

ます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）山下税務課長。

税務課長 （ 山下 浩子 君 ）税務課長です。ただいまの山本議員の一

つ目のご質問にお答えいたします。８・９ページの国有資産等所在

市町村交付金につきましては、令和３年度の予算は議員がおっしゃ

るように前年対比で1,256千円の増額、合計で19,855千円を計上し

ております。この増額の要因としましては、県の企業局が所有する

太田川ダム等に係る償却資産に、令和３年度から発電施設が加わっ

たために増額となったものです。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。説明書１２４・１２５ペー

ジ、農地事業費の手数料、ため池草刈り作業手数料に係るご質問で

ございます。このため池草刈り作業手数料については、それこそた

め池に関しましては地元でやっていただいているところもあり、そ

うで無い奥の方の、それこそ全然人が入らないところはやっていた

だいていないところもございます。この予算につきましては、杭瀬

ヶ谷池の草刈り一箇所を想定させていただいております。あそこは

ちょっと道路も狭くて、東名から来てあそこで曲がる方とか、上が
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るにあたって視界が少し悪いと。実際には地元の方に、もしやって

いただいてる人も、池の中の草であるということで、私どももちょ

っと草刈ってよというときは職員が出ていってやるところもあるの

ですけども、なかなか職員の手でやれるところではなくて、池の中

に草も木みたいなところもあります。杭瀬ヶ谷池の視界を主に妨げ

るところに限って、柳とかそういうのもありますので、場所を特定

いたしまして、木みたいになっているところの草刈りでありますと

か、あとはそういうことをやらせていただいた処分費を含めての予

算計上となっております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）中村建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。山本議員のご質問にお答え

します。ページでいいますと、１４２・１４３ページの中段、0002

県単事業負担金4,000千円の件でございます。場所についての質問

でございますけれども、場所につきましては三倉大府川地区の主要

地方道袋井春野線の拡幅改良に係る事業費に対しての負担金という

ことになります。負担率ということでございますけれども、これは

事業費から事務費を除いた額の10パーセントというような計算で行

なっております。県単事業ですので、国庫補助事業で取組んでいる

事業とか、橋梁の事業については負担金なしでやっていただいてい

るというような状況です。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１２番、山本俊康君。

12番議員 （ 山 本 俊 康 君 ）国有資産の関係については、今話があった

ようにダムに水力発電ができたということで、それが新たに固定資

産税をいただけるということで了解いたしました。

それから、草刈りの件ですが、杭瀬ヶ谷池のところは確かに何回

も私も通って、この頃大分柳の木であったり草が伸びて、見通しが

悪いというようなことが。これは地域からの要望というようなこと

でよろしいでしょうか。その一点だけお願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。今ご質問があった件でござ
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います。地域からの要望と、あとは確かちょっと記憶が曖昧ですが、

豊田合成に通っている方々からもお話があったと聞いております。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）７番、 筋です。三点についてお伺いをし

ます。初めに、この予算の全体像の中で一つお伺いをします。その

後、歳出で二点お伺いしたいと思います。

一般会計予算に関する説明書の１ページの、円グラフがあります

が、この下段の円グラフを見ますと、総務費又は民生費が大変増加

をしております。一方、農林水産費は、マイナス18,700千円。それ

から、教育費は9,200千円。特に商工費が、マイナス102,000千円ほ

ど。パーセントでいうと1.2パーセント前年より減少していると。

これは諸々考えますと、高齢化等やそれぞれの要因が背景に補償や

経費があるのだろうなと考えられますが、一方、町の将来を展望し

たときに、町への将来に向けた投資が大きく損なわれるのではない

かという、個人的に私は心配をしております。また、上の段の上の

グラフを見ますと、町民税、固定資産税では、2,220,000千円。全

体では131,000千円の税収の減ということで、この減については一

定額が地方交付税等で補填されるという、国の大変ありがたい制度

によって補われるようになっております。これは小さな財政規模の

町にとっては誠にありがたい政策だと思いますが、グラフの全体を

見ますと、自主財源に比べて依存財源が、ここ数年徐々に徐々に増

えている。この読み方を見ますと、私はこの町が人口減少・経済を

含めて、徐々に活力を失っているのではないかという心配をやはり

持ちます。そこで、初日に太田町長が声に苦労しながら一生懸命ご

説明をいただいたわけでございますが、私はちょっと数字だけを見

てますと、そういう懸念を持ってしまうわけです。もし説明されて

いない部分で、もしこれを払拭するような考え方があるなら、お聞

かせ願いたいと思います。それが一点。
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次に、一般会計歳出から二点。歳出の５３ページ、２款１項、総

務管理費0003旧周智高機械実習棟改修事業費136,200千円。この事

業について、建物とそれぞれの設備の概要は、この前のご説明でよ

く理解できました。ただ、この建築物というのは一旦作りますと長

い間維持管理費がかかるわけでございます。ここでお聞きしたいの

は、この建物ができた後の収支。もし分かることがあれば、どのく

らいの収入があって管理がこのくらいかかって、ですから大丈夫で

すよというような収支についてお答えがもしできるなら、分かる範

囲でいただけるとありがたいと思います。

もう一点は、１０３ページ、４款１項２目、下段の補助金・交付

金のうち、森っ子出産祝い金でございますが、今年度は9,790千円

でございます。令和２年度、本年度よりも1,950千円下がっており

ますが、今年度の下がった理由は。おそらく利用率、執行率による

ものが多いのかなって。ちょっとよく分からないのでお聞きするの

ですが、今年度の、今の執行率がどのくらいなのか。もし分かるよ

うでしたら、まだ終わっておりませんけれども、１月でも２月の範

囲でもいいですが、もし分かったらお聞きをいたします。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）ここでしばらく休憩としたいですが、その

休憩前にお諮りします。

本日の会議時間は、森町議会会議規則第９条第１項の規定によっ

て午後５時までとなっておりますが、議事の都合によって延長した

いと思います。

お諮りします。

この採決は起立によって行います。

本日の会議時間を延長することに賛成の方は起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

従って、本日の会議時間を延長することは可決されました。

しばらく休憩します。再開を５時とします。

（ 午後 ４時５３分 ～ 午後 ５時００分 休憩 ）
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議 長 （ 亀 澤 進 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

佐藤財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。先ほどの 筋議員のご

課 長 質問にお答えをいたします。全体的なご質問ということで、円グラ

フのところを、まず説明をさせていただきたいと思います。

まず歳出、これ目的別になっておりますけれども、いわゆる普通

建設、投資的な経費に係る農林水産業費であるとか、商工費である

とか、あるいは土木費といったところが減少しているという点を危

惧されているというご指摘でございます。これにつきましては、例

えば農林水産業費であれば令和２年度に実施をいたしました、ため

池の調査、これは36,000千円ですが、こちらが皆減となっていると

いうことに伴う減。また、商工費につきましては、産業立地事業費

の補助金がございます。令和２年度におきましては115,000千円予

算計上しておりましたけれども、令和３年度の当初におきましては、

こちらを適用する企業等が今のところ無いということで、こちらに

つきましては皆減になっていると。また、土木費につきましては、

中川下の工業団地の道路でありますとか、あるいは公園遊具の整備

工事、こういったものは減少しているということで、全体として減

少しているという予算の編成になっているというところでございま

す。

そして、歳入におきまして、自主財源と依存財源の関係、自主財

源が年々減って依存財源が増えていくという点であります。これに

つきましては分析的なお話をさせていただくとすれば、基本的には

町税が減少、それから基金の繰入金も減少しております。具体的に

は財政調整基金の繰入、これが令和２年度は4.5億だったものが、

令和３年度においては2.5億ということで減少しております。そう

いったところもあって、自主財源については減少。一方、依存財源

においては、主には町債、起債ということですが、臨時財政対策債

と、いわゆる交付税の代替財源、一般財源扱いできる特別債といっ

たものが増えているということから、依存財源が自主財源を上回っ
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ているという結果になっているということでございます。これにつ

きましては、やはりコロナの影響によるというところも非常に影響

が大きいのではないかということで、コロナによって町税も減少を

いたします。また、その減少分を国が例えば臨時財政対策債等で手

当てをすると。そういった形で結果的に国が手当てをする財源が増

加をしたと。その結果、依存財源が伸びているという状況ではない

かと考えているところであります。この点につきましては、近隣と

いいますか、ほぼですけども似たような形、どこの市も同じような

形で自主財源が減り依存財源が増えているという傾向にあるという

のは、多分コロナが影響しているところではないのかなと考えてい

るところでございます。私からは以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。ただいまの 筋議員のご質

問にお答えをいたします。５２・５３ページの、0003旧周智高校機

械実習棟改修事業における維持管理費の収支についてということで

ございます。今回実習等の改修につきまして、今のところ「シルバ

ー人材センター」、それから「教育支援センターわかば」というこ

とでの利用ということで想定をしているわけでございます。これに

つきましては、貸出しをするというようなところではありますけど

も、収入については取らないというようなところでございますので、

収入的にはありません。その他の会議室につきましても今のところ

貸出しの予定もございませんので、これについては収入はないとい

うところでございます。支出につきましては、これから今後具体的

な中身について詰めてまいりますので、そのところについては、当

然、今後発生するであろう光熱水費等状況に応じて予算計上を３年

度の方ですけども４年度以降計上していくような形になります。以

上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。 筋議員のご質問にお

課 長 答えをさせていただきます。１０３ページの、４款１項２目の森っ



- 102 -

子出産祝い金ですけども、令和２年度、本年度の３月１０日支払い

分までですけども、64人の702万円ということでございます。令和

３年度の予算の9,790千円につきましては、90人を見込んでおりま

す。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）全体予算につきまして、ご説明いただいた

ことは良く分かりました。グラフだけで見ても、この一般会計予算

のいろいろなところにそれぞれ組込まれている細い予算の中で、も

のが網の目のように入っているものですから、このグラフだけで判

断することは自分もできないが、是非そのところをお聞きしてみた

かったということでございます。

次に旧周智高校の実習棟でございますが、今のところ収入のあれ

はないのだということで、町の財政を考えますと、その維持管理費

だけが乗ってくると、なかなか厳しい財政状況の中で苦しさがまた

少し増えるのかなというそんな心配があったものですから、お聞き

をいたしました。それまでは、結構です。

１０３ページの森っ子出産祝い金でございますけれども、今年度

7,020千円64人分ということでございますが、今年度の予算からす

れば約400万円くらいあったわけでございます。もし、その予算が

今まで残ってきている部分を考えれば、一度よく検討してみて、予

算がうまく使われるように。また、町のイメージに繋がるように一

子８万円とか、二子目が10万円とか、三子目が15万円というのは、

できるだけ町のイメージアップ、宣伝にも繋げる方向で、少しまた

検討してみる必要があるのかなと。大変良い制度でありますので、

そういうことも検討してみる必要があるかと思いますが、その点に

ついて、もし回答がいただけるならいただければ。なければ別に結

構でございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。 筋議員の質問にお答

課 長 えします。森っ子出産祝い金につきましては、平成２８年度から第
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一子が８万円、第二子が１０万円、第三子以上が１５万円というこ

とで制度を変更をしてきております。本年度出産の数が現在６４人

ということで予算を想定した人数より少ないということであります

けども、こちらの出産の祝い金の金額につきましては制度に関わる

ものでございますので、予算に対しての支払い云々という部分では

ないと認識をしております。今後の状況を踏まえながら、検討して

いきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）第一常任委員会です。私は二点お願いをい

たします。まず最初に歳出ですけども、６４・６５ページ、２款２

項５目、0001移住定住促進事業、住もうよ森町新婚さん応援金15,0

00千円であります。これにつきましては、直接定住促進に繋がる応

援金ということで、移住される方に今までなかった新たな取組みと

いうことであります。上限が30万円ということであります。近隣の

JRの沿線の市でも、移住者に持ち家でプラス、それから二世帯だっ

たらまた50万円上乗せとか、そういったいろいろな取組みがありま

す。それで、森町につきましては新婚さんということで、将来ある、

私の解釈だと、森町で永住してもらって、子どもを育ててくれる将

来ある若者に住んでいただくということだと思いますけども、これ

は私の勝手な解釈ですので、ここの新婚さん30万円、この金額の算

定の根拠がありましたら教えてください。

それから１２０・１２１ページ、６款１項４目、畜産費です。負

担金のところに食肉センター再編事業負担金ということで815千円

あります。浜松と小笠の食肉センターを統合をするということで、

今回その負担金ということで815千円が計上されました。この負担

する森町は、浜松なのか小笠の食肉センターに所属したというか、

どちらに出していたのかちょっと詳しく分かりませんけど、その経

緯と、この負担金を計上するその根拠となる西部の市町が全て負担

をするのか。それから、ここの食肉センターで解体をする家畜の畜
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種類といいますか、牛なのか豚なのか。それから、これを負担金単

年度で815千円だけを負担をすればいいのか。もしこれ永年に渡る

ようでしたら、そこら辺も教えていただきたいと思います。この二

点お願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小澤定住推進課長。

定住推進 （ 小澤 幸廣 君 ）定住推進課長です。岡野議員のご質問に

課 長 お答えをします。住もうよ森町新婚さん応援金について30万円の根

拠のご質問でございますが、先ほども少し触れさせていただきまし

たが、この30万円の根拠ということについてですが、静岡県の平均

家賃について５万円強ということで５万円と設定いたしまして、一

年間の１２か月分。５万円掛ける１２か月分の半分２分の１という

ことで、30万円の補助を行うというような算定で、補助金を決めさ

せていただきました。以上でございます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。岡野議員の質問にお答えい

たします。説明書の１２０・１２１ページの、食肉センターの負担

金でございます。まず、経緯等々についてご説明申し上げたいと思

います。県内には浜松食肉地方卸売場と小笠食肉センターの２箇所

の食肉の処理施設の老朽化が進んでいます。何を処理するかという

ことにすると、牛と豚でございます。現在、食の安心安全が強く求

められている。国も、食品製造の衛生管理を推進するために、食品

の製造業に対するハサップシステム、ＨＡＣＣＰは国際的に通用す

るシステムということでございますので、それを整備しないと輸出

もできないということになってくる状況になっております。という

こともありまして、将来的にはＨＡＣＣＰシステムによる食肉処理

を義務化したいと考えております。しかしながら、今現在ある二箇

所による処理施設については、なかなかそれに対応できないという

状況にございます。そういうことも含めて、ＨＡＣＣＰシステムに

するには衛生の高度化が求められます。そうすると、もう再編整備

しなければいけないという状況になっておりまして、ここ数年、４
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・５年ずっと検討して、やっと固まってきたということでございま

す。今二箇所あるんですけども、やはりこういう状況でございます

ので、それぞれに整備するよりは一箇所にしたほうがいいでしょう

ということで、統合した新たな食肉センターとして整備するという

ことで、いろいろな検討を県が中心になって進めております。

計画といたしましては、今の菊川市の土地を使って、そこに新た

な施設を改修する部分と新規に設立する部分というところがござい

ます。令和３年度から令和７年度までの事業ということになってお

ります。全体の事業費といたしましては、県の施設になります。県

下全体の食肉センターということになりますので、想定される事業

費といたしましては、約70億円の全体事業費になります。

この全体の事業費について、県が国と交渉をしながら、国の補助

金を使って整備していくといった方向になっております。その整備

費に関して、今現在の予定では補助金を使うので全てが補助対象に

なる訳ではございません。全体事業費に対して48.5パーセントぐら

い国が見ます、県が45.5パーセント見ますよと。市町全体で6.5パ

ーセント見るという形になっています。この負担割合については喧

々諤々議論がありまして、最初は市町の負担がもっと多い状況であ

りました。しかしながら、やはり市町ではそこまでは負担できない、

県全体の話であるからなんとか県がやってくれないかという何回も

交渉をいたしました。県もかなり厳しいことだと思うのですが、そ

ういった負担をして整備をしていくという方向になっています。市

町全体の負担割合は6.5パーセントくらいですけども、それをどう

やって負担するかということに関しましては、ちょっと細かい数字

になるのでそこの部分は端折りますけれども、牛と豚の出荷頭数と

飼養頭数で割合を決めて、市町の負担割合を決めております。森町

の負担割合は、県下全域でございますので、市町の負担する全体の

6.5パーセントのうちの約３パーセントくらいです。ですので、そ

れを掛け合わすと、全体の0.2パーセントくらいになるのかなと思

います。令和３年度から令和７年度ということで、５年間にわたっ
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て負担をしながら、来年度についてはそれこそ実設計とかそういう

形になりますけども、５年間を通じて整備をしていくということに

なっております。５年の負担額の現時点の予想では、５年間合わせ

て、森町の負担が1,270万円くらい。年度によってそれぞれ変わり

ますけども、予定しております。

ご質問の中にありました今後の運営といった部分については、市

町と県が協議する中で、運営費については基本市町は負担しないと

いう整理になっております。形としては、そこの食肉センター、物

自体は県が作ります。それで、県が作った施設の中で経済連がそこ

の箱を使って運営することになります。ですので、県は経済連から

使用料等をもらいながら経営していく、公設民営の形をとって運営

していくと聞いております。森町にとっても５年間で1,270万円余

の負担がかかるわけでございますけれども、それをしない限り、や

はり森町の畜産を営んでいる方々の肉を出すところがないというこ

とでございます。いろいろな協議を通じ、県がかなり努力をいたし

ましてこういった形に収まっているといったところでございます。

ちょっと５年間は、この食肉センター再編事業負担金については、

予算をお願いすることになりますけども、そういった形で森町の畜

産業のためにする取組みでございますので、負担させていただけれ

ばなと考えております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小澤定住推進課長。

定住推進 （ 小澤 幸廣 君 ）定住推進課長です。先ほどの答弁の補足

課 長 をしたいと思います。新婚さん応援金の５０件の根拠ということで

ございますが、それも先ほど触れましたけども、過去５年間、平成

２７年度から令和元年度までの５年間の婚姻届の受理数の平均とい

うことで、５０数件という件数でございました。これを５０件と設

定をいたしまして、それが数字の根拠ということでございます。以

上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）１件目の住もうよ森町新婚さん応援金です。
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私の新婚さんというのは、なぜそこに新婚さんを対象としたのかと

いう質問だったのですが。他の近隣は、定住で持ち家を持ったらい

くらという、そういう上乗せでやっているところがあるのだけども、

私が調べた中では新婚さんという特定でやっているところがなかっ

たものですから。私の想定で話をしましたけども、新婚さんに住ん

でもらうための、どういう経緯で新婚さんになったかということで、

もう一度、二問目も一緒にちょっとしたいと思います。

森町は、幼稚園もあり保育園もあり、それから病院も持っている。

山間地とはいっても、磐田袋井掛川の、ちょうど扇の要のような位

置でして、大体３０分もかからないうちに袋井磐田掛川も行けると。

私、昔から住んでいるので便が良いと勝手に思っているんですけど

も。やはり定住をするには、やはり安心して安全に暮らせるところ

だと私も思っています。以前一般質問でもやらせていただきまして、

定住する方にこういった奨励金ですか、補助金を交付したらどうか

ということで提案もしまして、今回つけていただいたということで

大変嬉しく思っております。これを一つのきっかけ作りで、やはり

ＰＲが重要だと思います。先ほど産業課長が言いましたように、コ

モコモは4,000万円近くかかっているんですけど、ＰＲと言ってま

す。やはりＰＲをする。そういった生命の安全を守るための病院も

持っている、子どもも安心して育てられる、幼稚園でも延長保育も

やっているということで、やはり子育て、そういうところで手厚い

町であると。そういうことをセットでＰＲしたらいいのかなと考え

ますけども、そこら辺のこれからのＰＲということでどのように考

えているか。新婚さんをターゲットにしたそういった目論見という

とちょっとあれですけど、趣旨とかそういうものがありましたら教

えてください。

それから畜産のところですけども、先ほど出荷頭数、飼育頭数と

いうお話でしたけども、牛もかなり減っているとは思いますけども、

豚についてはもうほとんど無い。委託飼育ですかね。そういったも

のも、今回のこの建設にあたっての負担金の中の算定に入ったのか
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どうか。それが分かれば、教えてください。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）小澤定住推進課長。

定住推進 （ 小澤 幸廣 君 ）定住推進課長です。先ほどの岡野議員の

課 長 ご質問にお答えをします。まず、新婚さんということで設定したの

はどういう理由かということでございます。第二期の総合戦略の分

析におきまして、特に町の現状としまして、婚姻後に転出をされる

という方が、人の動きとしまして約40パーセントから50パーセント

というデータがございます。ということで、婚姻後の住居地の決定

のタイミングにおいての人口流出防止を図るということで、新婚世

帯という設定をいたしました。

もう一点、ＰＲという点でございますが、周知という点において

は非常に重要かと思います。広報や回覧、ホームページ、ＳＮＳと

いう町の発信のツールをはじめとしまして、不動産業者や関係する

町の商工業等へもチラシの配架という協力を検討しているところで

ございます。さまざまな方法で今後周知を図っていきたいと考えて

おります。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。岡野議員の再質問にお答え

いたします。負担割合を算定するには、出荷頭数と飼養頭数のそれ

を踏まえて負担割を出しております。その積算の根拠となっている

のが、出荷頭数については森町が4,816、飼養頭数についても3,940

となっております。豚についても大河内畜産とかということかなと

思いますけど、この数字を見ると入っているのではないかと考えま

す。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）畜産の方は了解しました。それから、住も

うよ森町新婚さんの応援金につきましては、定住推進課長がさまざ

まな方法で周知したいということで心強いお答えをいただきまし

た。とにかく、これがきっかけで全国、この周辺地域、森町でも新

婚さん住みやすいんだよって。これだけではなくて、セットメニュ
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ーでＰＲをしっかりしていただいて、人口増につなげていっていた

だきたいと思います。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第２４、議案第２８号「令和３年度森町国民健康保険特別会

計予算」を議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第２５、議案第２９号「令和３年度森町後期高齢者医療特別

会計予算」を議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第２６、議案第３０号「令和３年度森町介護保険特別会計予

算」を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１番、川岸和花子君。

１番議員 （ 川岸和花子 君 ）川岸です。一点だけお願いします。近頃ち

ょっと気になっているのが、成年後見制度というものがどう取り入

れられているのかなということが、私があまり知らないので教えて

いただきたいです。家族のあり方というのが非常に変わってきてお

りまして、身寄りの無い方が認知になってしまったとかという問題

のときに、非常に困る方がすごく多いと。本当に身寄りがない人と

いうのは本当に少ないらしくて、身寄りというか親族はいるんだけ

れども連絡したくない、本人も連絡したくないとかそういうことで、
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一人というのが増えてきているそうです。それで、森町は本当に町

全体が家族みたいな感じで、あまり多くないかもしれないですけれ

ども、ただ、これから家族のかたちというのが変わっていく中で、

必要な制度だと思うのです。実際の成年後見制度を利用されたとい

う実績がどれくらいなのかということと、この成年後見制度の後見

人という方は育成しないでなっているのか。ちょっとその辺は分か

らないのですが、どれくらいおられるのかとか、その仕組みのとこ

ろを教えていただきたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。川岸議員の質問にお答

課 長 えします。成年後見制度につきましては、当課としましては、障害

を持っている方であるとか、高齢者であるとかという方の成年後見

の場面に支援をさせていただくというようなことがございます。う

ちの課で成年後見の首長申立てをするというようなことがあるの

は、年１、２件ということでございます。成年後見が必要な方につ

きましては、高齢者であれば認知症の方が多いのですけども、高齢

者二人で住んでいるとか高齢者一人で住んでいる方が認知症になっ

てきて、お金の管理が難しくなるというようなことがございます。

その時に、実際は最終で、その中で本来でいけば、家族なりが申請

を、成年後見の申立をし、費用を払っていくというのが本来でござ

いますけども、一人暮らしであったり、費用がないという場合には、

家族や本人さんに代わって首長申立てということで、町長の名前で

家庭裁判所に申立てをするというようなことがございます。お金の

管理であるとか日常生活の管理であるとかという状況に応じまし

て、後見・補佐・保護という三段階がありますので、そちらがつく

ということです。どういった方がつくかということになりますと、

弁護士であるとか司法書士であるとかというような方がつくという

ことでございます。そちらについては、全て家庭裁判所で判断をす

るということになります。費用があっても申立てができない場合が

ありますので、そういう場合も首長申立てで、うちの方で申立てす
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る場合があります。これも家庭裁判所で決めますけども、費用があ

る場合には申請だけうちの方でして、費用は本人さんからもらうよ

うにというような場合もあります。費用がない場合には、その申立

て費用も町が支払うという場合もあります。ついた後見人さんが、

先ほど言った司法書士さんであるとか弁護士さんであるとかという

方になりますけども、その方が、本人さん、高齢者の認知症になっ

た方の後見をお金の管理等をして、一年間経つと、それを家庭裁判

所に毎年、年一回報告をしていくと。その時に、業務の内容を見て

家庭裁判所で後見人さんに払う金額を決めていきます。お金を持っ

ている認知症の方であればその方から後見人さんがもらうというこ

とになる訳ですけども、お金がない方については、町で支払うとか

そういったことが出てきます。それが、今までそういう形で後見制

度を使っておりました。

今後につきましては、社会福祉協議会が法人後見ということで取

り組んでいきますので、今言った制度にプラスアルファで、社協さ

んが法人後見というようなことを行っていくということがありま

す。法人後見で落ち着いてくれば、そこで市民後見人さんにバトン

タッチをして、市民後見の研修を受けた方が市民後見人になって、

お金の管理であるとかというものをしていくというようなことにな

っております。森町でも昨年、令和元年度、平成３０年度につきま

して、市民後見人の養成講座の実施をさせていただいて、今、市民

後見人さんが数名いらっしゃるという状況にあります。ただ、先ほ

ども言いました社協さんの法人後見が来年度からということになり

ますので、実際に森町の市民後見人さんが活躍するのは、法人後見

が実施され落ち着いてきた後に、市民後見人さんが活躍するという

ことでございます。制度の概要はそういった形になります。以上で

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。
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日程第２７、議案第３１号「令和３年度森町公共下水道事業特別

会計予算」を議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）１３・１４ページ、２項１目１２節１４節

１８節２１節の詳細、築造工事地区、ここの説明をお願いいたしま

す

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）岡本上下水道課長。

上下水道 （ 岡本 教夫 君 ）上下水道課長です。西田議員のご質問に

課 長 お答えいたします。１３・１４ページの、まず、下水道整備事業費

399,646千円のうち、委託料28,223千円につきましては、令和４年

度に実施予定地区の管渠実施設計業務委託でございます。委託の面

積につきましては、7.21ヘクタール。延長につきましては、2,458

メートルを予定しております。委託料（その他）につきましては、

昨年に引き続きまして全体計画の見直し調査・検討・計画策定業務

委託料2,132千円でございます。

それから工事請負費でございますけれども、汚水管渠築造工事に

つきましては、町内会でいいますと、川久保地内になります。面積

では、8.28ヘクタール。管渠延長1831.5メートル。それからマンホ

ールポンプが二箇所でございます。保証金でございますが、下水道

管渠築造工事に伴いまして、水道管の布設替えが生じるところがご

ざいます。場所は、森中学校の下といいますか、西側の民間造成し

た住宅団地のところになります。そこの排水管の布設替えと、令和

４年度整備区域であります川向・赤松地区の配水管布設替工事に伴

う測量設計業務委託を、下水道事業会計から上下水道事業会計への

保証金という形で支出いたします。事業概要としては以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）１０番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）一点だけ。一番初めに言っていただいた委

託料、汚水管渠の実施設計業務委託料、令和４年度だということで
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すけど、この場所は。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）岡本上下水道課長。

上下水道 （ 岡本 教夫 君 ）令和４年度でございますので、先ほど申

課 長 しましたとおり、赤松・川向。それから、予算の付き具合にもよる

のでちょっと分からないですが、ひょっとしたら城下の一部までと

いうことを予定しております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）一点だけお伺いさせていただければと思い

ます。９・１０ページ、１款１項１２目、１０ページの中段の委託

料（その他）の中に、地方公営企業法適用業務委託11,275千円とあ

ります。これにつきましては、５ページの第二表、債務負担行為の

中にも令和４年から令和５年の25,000千円というような形になって

ますけども、この内容について少し教えていただきたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）岡本上下水道課長。

上下水道 （ 岡本 教夫 君 ）上下水道課長です。ただいまの中根議員

課 長 のご質問にお答えいたします。これにつきましては、平成３１年１

月２５日付をもちまして総務大臣から通知が出ております。公営企

業会計の適用の更なる推進についてということで、人口３万人以上

の市町につきましては、令和２年度までに公営企業会計化をしなさ

いという通達でございますが、人口３万人未満の自治体につきまし

ては、令和５年度までの間に公営企業会計化をしなさいということ

で通知が来ております。それに伴いまして、森町につきましても令

和３・４・５年の３年間をかけまして、試算調査であったり、会計

システムの構築等々、いろいろ膨大な時間と経費もかかるわけでご

ざいますけれども、令和６年度からの公営企業会計スタートという

ことを計画しておりまして、それに伴う委託料でございます。以上

です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。
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日程第２８、議案第３２号「令和３年度森町大久保簡易水道事業

特別会計予算」から、日程第３０、議案第３４号「令和３年度森町

大河内簡易水道事業特別会計予算」まで、議案３件を一括議題とし

ます。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第３１、議案第３５号「令和３年度森町水道事業会計予算」

を議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）これも一点、教えていただきたいと思いま

す。３・４ページでございます。一番下段の委託料に水道料金等審

議会計画策定支援業務9,655千円ということで、これにつきまして

も債務負担行為として6,295千円ほど計上されております。この計

画支援の業務の中身について教えていただきたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）岡本上下水道課長。

上下水道 （ 岡本 教夫 君 ）上下水道課長です。ただいまの中根議員

課 長 のご質問にお答えいたします。条例案も提出させていただいており

ますが、この委託の中身でございますが、まず、令和３年度につき

ましては、経営及び料金の現状と課題の整理ということと、基本条

件の設定、財政見通しの検討、総括原価の算定、料金体系の検討等

につきまして、コンサルに資料作成、それから議事録、審議会をど

うやって運営していくかというようなところにつきまして、主に令

和３年度に実施させていただきます。次の年になりまして、料金の

改定計画案と財政計画案の策定検討で、改訂計画のとりまとめ、整

理・調査というのが、次年度の内容になるかと思います。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。
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（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

ここでしばらく休憩します。

（ 午後 ５時５０分 ～ 午後 ６時００分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

日程第３２、議案第３６号「令和３年度森町病院事業会計予算」

を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

以上で、議案に対する質疑は全部終了しました。

お諮りします。

議案第８号から議案第１１号まで及び議案第１６号から議案第３

６号まで、合わせて２４件については、お手元に配りました「議案

付託予定表」のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思います。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）異議なしと認めます。

従って、お手元に配りました「議案付託予定表」のとおり、それ

ぞれ所管の常任委員会に付託します。

なお、委員会審査の経過並びに結果については、３月２５日の本

会議において報告を願います。

日程第３３、発議第１号「森町議会会議規則の一部を改正する規

則について」を議題とします。職員に発議を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）本案について、提出者の説明を求めます。

１番、川岸和花子君。登壇願います。

１番議員 （ 川岸和花子 君 ）今回の提案の趣旨について、説明いたしま

す。近年、町村議会において、議員のなり手不足が喫緊の課題とな
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っております。なり手不足の解消に向け、議会の機能強化を図ると

ともに、女性や若者をはじめ多様な層の住民が議員に立候補し、活

躍できる環境を早急に整備する必要があると考えます。議員活動と

家庭生活との両立支援策をはじめ、男女の議員が活動しやすい環境

整備の一環として、出産・育児・介護など議員として活動するにあ

たっての諸要因に配慮するため、議会への欠席理由を整備すること

を提案するものであります。特に、女性が議員として活躍するため

には、議会への参画を一層促進するための環境整備として、出産に

ついて、母性保護の観点から産前の６週間、多胎の場合１４週間、

産後の８週間の欠席期間を規定することで、安心して議会に参画で

きるものと考えます。また、併せまして請願者の利便性を図るため、

請願者に一律に求めている押印の義務付けを見直し、署名・記名・

押印に訂正するものであります。以上、よろしくお願いいたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）お諮りします。発議第１号「森町議会会議

規則の一部を改正する規則について」の件は、議会運営委員会へ付

託することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

発議第１号は、議会運営委員会へ付託することに決定しました。

なお、委員会審査の経過並びに結果については、３月２５日の本

会議において、報告を願います。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

次回の議事日程の予定を報告します。

３月２４日午前９時３０分、本会議を開会し、一般質問を行いま

す。

本日は、これで散会します。

（ 午後 ６時０６分 散会 ）


